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講師プロフィール
小濱 道博（こはま みちひろ）

◎ 小濱介護経営事務所 代表
◎ C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問
◎ C-SR 一般社団法人医療介護経営研究会 専務理事

日本全国対応で介護経営支援を手がける。介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年
間２５０件以上。昨年も延20000人以上の介護事業者を動員。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護
労働安定センター等の主催講演会での講師実績は多数。介護経営の支援実績は全国に多数。著書、連載多数

さ

介護事業の経営研究/総合コンサルタント/コンプライアンス向上支援/各種研修・講演・執筆

小濱介護経営事務所
事務室：〒005-0831札幌市南区中ノ沢3丁目1番1ー114号

Mail: kohama@officebear.net URL: http://officebear.net FAX 050-3153-0453
※電話は常時、留守電に設定してあります。講演中・移動中が多いため、ご連絡はメールでお願い致します。
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◎ 著書 ：
「実地指導はこれでＯＫ！おさえておきたい算定要件シリーズ」第一法規
「まったく新しい介護保険外サービスのススメ」翔泳社
「混合介護〜導入・運営・実践事例集」日綜研出版
「これならわかる <スッキリ図解> 実地指導」翔泳社
「よくわかる実地指導への対応マニュアル」 日本医療企画

「介護経営福祉士テキスト〜介護報酬編」日本医療企画
「これならわかる <スッキリ図解> 介護ビジネス 」（共著） 翔泳社
◎ 定期連載 ：
「日経ヘルスケア」「月刊シニアビジネスマーケット」 「Ｖｉｓｉｏｎと戦略」
◎ ソリマチ「会計王 介護事業所スタイル」の監修を担当。
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改正介護保険法案が6月5日に成立

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」

〜介護保険法、老人福祉法、社会福祉法、地域における医療及び介護

の総合的な確保の促進に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法等
の一部を改正する法律の改正法案〜からなる

5月12日 衆議院本会議で審議開始

5月22日 衆議院厚生労働委員会で承認

5月26日 衆議院本会議で可決 参議院へ

5月29日 参議院で審議開始

6月 5日 参議院で可決 法案成立

介護報酬の改定率の推移

平成31年 平成30年 平成29年 平成27年 平成24年 平成21年 平成18年 平成15年
介護報酬 2.13 0.54 1.14 -2.27 1.2 3 -0.5 -2.3
実質介護報酬 0 -4.48 -0.8 3 -2.4 -2.3
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処遇改善加算

一年前倒しでホテル
コストが自費へ
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令和２年度及び令和３年度以降の福祉用具の全国平均貸
与価格及び貸与価格の上限の取扱い 令和２年６月12日
他サービスと同様、３年に１度の頻度で見直しを行うことといたしました。

そのため、令和３年４月貸与分から適用する価格を見直した上で、その後、３年
に１度の頻度で見直すことといたします。

また、新商品については、これまでどおり３ヶ月に１度の頻度で上限価格等を設
けることとしますが、

令和２年７月以降貸与分、10 月以降貸与分及び令和３年１月 以降貸与分として
上限価格等を設ける商品については、次回の見直しは、令和６年 ４月貸与分から
適用する価格において行うこととします。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 5

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金） 基本的な視点
令和ᾂ年度介ᜱ報ᣛ改定Ệ向ẬẺ基本的ễᙻ点ί案ὸ概要

ᶅ 感ઝ症や災害へのଲ応ྙ強化
○ 感染症や災害が൅生した場合であっても、ཤ༽者にචགྷなサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築
・日頃からの൅生時にඍえた取組、൅生時における業ແ継続に向けた取組の推進

ᶆ ஏ域ใ括ケアシステムのਬ਒
○ ೟知症の人や、医ྏニーズが高い中重度の高ྺ者を含め、それぞれの住み慣れた地域において、ཤ༽者の尊厳をฯ持しつつ、චགྷ

なサービスが切れ໪なく提供されるよう取組を推進
・在宅サービスの機೵と࿊携の強化 ・介護ฯ険施設や高ྺ者住まいにおける対応の強化
・医ྏと介護の࿊携の推進 ・看取りへの対応の充実 ・೟知症への対応ྙ向上に向けた取組の推進
・ケアマネジメントの質の向上と公正中ཱི性の確ฯ ・地域の特性に応じたサービスの確ฯ

ᶇ 自ཱི支援・重ౕ化๹止の取ૌのਬ਒
○ 高ྺ者の自ཱི支援・重度化๹止という制度の໪的に沿って、質の඲価やデータ活༽を行いながら、科学的に効果がཬ෉けられた
質の高いサービスの提供を推進
・リハビリテーション・機೵訓࿇、口腔、栄཈の取組の࿊携・強化
・ストラクチャー、プロセス、アウトカムの඲価をバランスྒྷく組み合わせた介護サービスの質の඲価の推進
・介護関࿊データの収集・活༽とPDCAサイクルの推進を通じた科学的介護の取組の推進 ・寝たきり๹止等、重度化๹止の取組の推進

ᶈ 介護ਕ材の確ฯ・介護現場の革৿
○ 喫緊かつ重གྷな課題として、介護人材の確ฯ・介護現場の革新に対応
・介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
・介護サービスの質を確ฯした上での、ロボット・ICTの活༽や人員基準・運営基準の緩࿪を通じた業ແ効ི化・業ແෝ担軽減の推進
・ช書ෝ担軽減や手続きの効ི化による介護現場の業ແෝ担軽減の推進

ᶉ ੏ౕの安ఈ੓・持କ可೵੓の確ฯ
○ 介護ฯ険制度の安定性・持続可೵性を高め、ඇ༽ෝ担者への説໎責任を果たし、国຿の೴得感を高めていく
・඲価の適正化・重点化 ・ๅ酬体系の簡素化

改ఈに౲たっての基ຌ೟識
○ 新型コロナウイルス感染症や大規ໝ災害が൅生する中で、感ઝ症や災害へのଲ応ྙ強化を図っていくචགྷ。
○ 2025೧、更にはその先の2040೧を展๮すると、中重度のགྷ介護者や೟知症の人の増加など介護ニーズが増大・多༹化。その状況は地域
ごとに異なる。2025೧に向けて、2040೧も見据えながら、国຿一人一人が住み慣れた地域で安心して฽らし続けられるよう、「ஏ域ใ括
ケアシステム」を各ஏ域のಝ੓に応じて構஛しਬ਒していくචགྷ。

○ 介護サービスは高ྺ者の自ཱི支援と重ౕ化๹止に資するものであることが求められている。近೧、サービスの質の඲価や科学的介護の
実現のための環境整ඍを推進。これらの取組を進めながら質の高いサービス఑供をਬ਒していくචགྷ。

○ 足下の介護人材෈足は深刻。今後は介護ニーズが増大する一๏で、担い手の減少が顕著となる。総合的な介護ਕ材確ฯଲ策や生産性向
上をはじめとする介護現場の革৿の取組を一層進めていくචགྷ。

○ 介護にགྷするඇ༽は増加。චགྷなサービスは確ฯしつつ、適正化・重点化を図り、੏ౕの安ఈ੓・持କ可೵੓を高めていくචགྷ。

介護ๅ酬改ఈに向けた基ຌదな視఼

社保審㸫介護給付㈝分科会

第187回㸦R2.10.9㸧 ㈨料㸰㸫㸯
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

<論点> 

指定権者（市町村）によっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人
員配置等に関して、独 自の制度・ルールが設けられているケースがあるこ
とについて、どのような対応が考えられるか。

指定権者（市町村）間の人員配置要件のばらつきをなくすために、利用者
へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護
を参考にして、以下について明確化してはどうか。

①計画作成責任者について、管理者との兼務可。

②オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、必ずしも事業
所内にいる必要はないこと。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
夜間対応型訪問介護

<論点> 

夜間対応型訪問介護の人員・運営等の基準については、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護との均衡を考慮したものとなっているが、オペレー
ターが兼務可能な職務の範囲など、一部揃っていな い点がある。

地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サー
ビスの実施を可能とす る観点から、どのような対応が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
夜間対応型訪問介護

<論点> 

地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サー
ビスの実施を可能とす る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
と同様に、オペレーターの兼務や事業所間連携を 可能とすることを検討し
てはどうか。

【可能とすること（案）】

① オペレーターについて、

ⅰ併設施設等（短期入所、特定施設、特養、老健、介護医療院、介護療

養型医療施設、小規模多機能、グループホーム、看護小規模多機能）の
職員と兼務すること

ⅱ随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること

②複数の事業所間で、随時の対応サービス（通報を受け付け）を「集約
化」すること

③地域の訪問介護事業所等に対し、事業を「一部委託」すること
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
夜間対応型訪問介護

<論点> 
夜間対応型訪問介護の基本報酬は、

夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）：「定額（オペレーションサービス）＋出来高
（訪問サービス）」

と

夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）：「包括報酬」

の２種類あるが、多くの夜間対応型訪問介護事業所が、（Ⅰ）を選択してい
る。

利用状況については、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が
存在するが、自立支援・重度化防止に資する夜間対応型訪問介護を進め
る観点から、どのような対応が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
夜間対応型訪問介護

<論点> 

夜間対応型訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、出来高（訪問
サービス）部分に重点を置くなど、 定額（オペレーションサービス）と出来高
（訪問サービス）の報酬にメリハリをつけることを検討してはどうか。

離島や中山間地域等の要介護者に対する訪問介護等の提供を促進する
観点から、離島振興法等の指定地域で実施されるサービスについて加算
が行われていることを踏まえ、同様の地域における夜間対応型訪問介護
への対応についてどのように考えるか。

夜間対応型訪問介護について、離島や中山間地域等の要介護者に対す
る提供を促進するとともに、移動のコストを適切に評価する観点からも、他
の訪問系サービスと同様に、①「特別地域加算」、 ②「中山間地域等にお

ける小規模事業所加算」、③「中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算」の対象にすることを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 

グループホームについては、短期利用として、利用者の状況や家族等の
事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合などの一
定の条件下で、定員を超えて受け入れができる。

当該一定の条件とは、①１事業所あたり１人まで、②７日を限度に、③個室
で受け入れ可、等で あるが、認知症施策推進大綱等を踏まえ、グループ
ホームが地域における認知症ケアの拠点とし て、在宅高齢者の緊急時の

宿泊ニーズを受け止めることができるようにするために、どのような対 応
が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
①在宅支援機能の強化（短期利用）

「７日を限度」の日数要件について、短期入所生活介護との均衡を考慮し、
「７日以内を原則とし て、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には

14日を限度」に見直すことを検討してはどうか。
ユニット数に関わらず、「１事業所１名まで」となっている人数要件につい
て、利用者へのサービ スはユニット単位で実施されていることを踏まえ、
「１ユニット１名まで」に見直すことを検討して はどうか。

「個室」について、パーティション等によりプライバシーが確保される場合
には「個室以外」も認 めるべきとの要望があるが、どう考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
②医療ニーズへの対応強化

医師や看護職員の配置が必須となっていないグループホームについて
は、入居者が可能な限りホームでの生活を継続できるように、医療ニーズ

のある者に適切な対応ができる看護体制を整えている 事業所を、医療連
携体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)で評価。
このうち(Ⅱ)・(Ⅲ) は、看護体制に加えて、医療的ケアが必要な者の受け
入れ実績が要件となっ ており、喀痰吸引と経腸栄養の状態の者に限られ
ているが、医療ニーズのある入居者への対応に よって増加する負担に対

する評価や、積極的な受け入れ促進の観点から、どのような対応が考えら
れるか。

（他事業所との連携による医療ニーズへの対応）

一方で、認知症対応型共同生活介護の利用中は、訪問看護や訪問リハ

ビリテーションを併算定で きないが、看護・リハビリニーズのある入居者に
適切に対応する医療連携をどのように考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
②医療ニーズへの対応強化

（医療連携体制加算）

グループホームに関し、医療連携体制加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）における医療的
ケアが必要な者の受 け入れ実績要件について、医療ニーズへの対応状
況を踏まえ、その負担を適切に評価する観点から、他の医療的ケアにも

拡大することを検討してはどうか。

（他事業所との連携による医療ニーズへの対応）

地域における看護職員やリハビリテーション専門職について、その専門性
を効果的に活用する観点や、入居者の看護・リハビリニーズに適切な対

応ができるようにする観点から、認知症対応型共同生活介護には区分支

給限度基準額が適用されないことに留意しつつ、どのような対応が考えら
れ るか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 

論点③人材の有効活用・地域の特性に応じたサービス確保（ユニット数、
サテライト型事業所）

①今後も高齢化の進展によるグループホームの需要、重度の要介護者、
認知症高齢者が増大する 一方で、現役世代の減少に伴う担い手不足が
見込まれること、

②経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年６月21日閣議決定）に
おいて、経営の大規模化を通じた生産性の向上を図るとされ ていることを
踏まえ、介護の受け皿整備量拡充の観点からも、

（１）ユニット数の弾力化

（２）サテライト型事業所の創設について、どのような対応が考えられる
か。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 16



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 

論点③人材の有効活用・地域の特性に応じたサービス確保（ユニット数、
サテライト型事業所）

（１）ユニット数

グループホームは地域密着型サービス（定員29人以下）であること、ユニッ
ト数が多くなるほど、収支差率が高い傾向となっており、経営の安定性の

観点から、ユニット数を弾力化することを検討し てはどうか。

あわせて、現在、基本報酬は１ユニットと２ユニット以上に分かれている
が、経営実態を踏まえた上で、２ユニット以上をさらに２ユニットと３ユニット
以上で細分化することを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 17

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 

③人材の有効活用・地域の特性に応じたサービス確保（ユニット数、サテラ
イト型事業所）

（２）サテライト型事業所の創設

地域の実情に応じたグループホームの供給量を増やしつつ普及を図る観
点や、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域

でサービス提供が可能となるようにする観点から、サー ビス提供体制を維

持できるように配慮しつつ、サテライト型事業所の基準を創設することを検
討して はどうか。

その際、サテライト型事業所の基準・報酬については、サテライト型小規模
多機能型居宅介護と本体小規模多機能型居宅介護事業所の関係を参考

に検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 18



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
④人材の有効活用（夜勤職員体制）

グループホームの夜勤職員の配置について、現在、他のサービス（２ユ
ニット１人夜勤）より手厚い配置（１ユニット１人夜勤）となっているが、どう

考えるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 19

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 

グループホームの夜勤職員の配置については、以下の経緯やユニットケ
アの理念を踏まえて、ど う考えるか。

• 平成24年度介護報酬改定において、火災事案を踏まえて、夜間における
安全確保を図るため、 ２ユニット１人夜勤を認めていた例外規定を廃止
し、１ユニット１人夜勤の配置とした。

• 平成27年度の消防法令の改正により、原則全てのグループホームでス
プリンクラー設備の設置が義務づけられた（平成29年度末まで経過措
置）。

• そのため、現在、他のサービス（２ユニット１人夜勤）より手厚い配置（１ユ
ニット１人夜勤）となっている。

• 一方で、ユニットケアの理念は、１人の職員が少数の利用者に関わること
によって、その入居者の生い立ちや、経歴、生活の糧としているものや趣

味・嗜好に至るまでを把握し、それを前提 として個別ケアを行うことである
ことから、少人数での運用が大前提である。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 20



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
⑤人材の有効活用（計画作成担当者）

グループホームに配置される計画作成担当者は、現在、ユニット（定員は５
人以上９人以下）ごと に配置することとなっており、他のユニットと兼務は

できないが、限られた人材を有効活用する観点から、どのような対応が考
えられるか。

グループホームにおいては介護支援専門員の採用が困難な状況も見受け
られる現状や、介護支援専門員の専門性を事業所全体で有効活用する
観点から、他の地域密着型サービスの計画作成担当者（介 護支援専門

員）の担当件数との整合性を踏まえ、介護支援専門員である計画作成担
当者は最大３ユ ニット分まで兼務を可能とすることを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 21

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
⑥人材の有効活用（管理者交代時の研修の修了）

グループホームの管理者については、認知症介護実践者研修と認知症対
応型サービス事業管理者研修の修了者であることが必要であるが、管理

者交代時に自治体が実施する研修が開催されておらず、研修を受講でき

ずに管理者に就任できないケースがあることを踏まえ、対応を検討しては
どうか。

認知症対応型共同生活介護について、代表者・計画作成担当者も、一定
の研修の修了者であること が必要であるが、研修の実施時期は自治体に

よって他律的に決定されるものであることも踏まえ、交代時の研修の修了
猶予措置が講じられている。

これを踏まえ、管理者についても、同様の措置を講じることを検討してはど
うか。その際、研修時間を考慮して計画作成担当者に倣ってはどうか

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 22



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
認知症対応型共同生活介護

<論点> 
⑦業務の効率化（運営推進会議及び外部評価）

グループホームでは、介護保険サービスの中で唯一、運営推進会議と外
部評価の双方で「第三者による評価」が行われているが、共に手間がか

かっている。効率化する観点から、どのような対応が考えられるか。

グループホームにおける運営推進会議と外部評価は、共に「第三者による
評価」という共通の目的を有しており、

• 外部評価は維持した上で、
• グループホームについても、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自ら
その提供するサービスの質の評価（自己評価）を行い、これを市町村や地

域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営
推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付
け、

• 事業所が、運営推進会議と外部評価のいずれかを選択して、評価を受け
る仕組みを検討してはどうか。
（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 23

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①小規模多機能型居宅介護の機能強化等

地域包括ケアシステムの構築に向けて、今後、増加することが予測される
要介護者や認知症高齢者への対応として、引き続き、在宅生活を支援す

るためのサービス充実を図ることが重要。 特に、24時間365日の在宅生
活を支援する小規模多機能型居宅介護を始めとした地域密着型サービ ス
の更なる機能強化等を図ることが必要。 また、地域の拠点として求められ

る機能を更に高めていくことが必要。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 24



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①小規模多機能型居宅介護の機能強化等

上記を踏まえ、小規模多機能型居宅介護について、

（１）要介護度ごとの報酬の在り方に関して、中重度の者を対象とするとい
う当初の位置付けと、比較的軽度の者も利用しているという現状を踏ま
え、経営の安定化を図る観点から、どう考えるか。

（２）訪問体制強化加算は、在宅生活の継続を促進する観点から、訪問

サービスを積極的に提供する事業所の体制を評価するため、以下を要件
としている。 • 訪問を担当する常勤の従業者を２名以上配置 • １月あたり
の延べ訪問回数が200回以上

当該加算について、一人暮らしの高齢者が増加することに伴い、訪問サー
ビスの重要性が高まる ことが想定されることから、訪問サービスの提供に
よって増加する負担に対する評価や、積極的な訪問サービスをより一層

促進する観点から、どのような対応が考えられるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 25

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①小規模多機能型居宅介護の機能強化等

（３）総合マネジメント体制強化加算は、登録者が住み慣れた地域での生

活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、
登録者の様態に応じて 「通い・訪問・泊まり」を柔軟に組み合わせて提供
するため、介護職員や看護職員等が日常的に行 う調整や情報共有、多様
な関係機関や地域住民との調整や交流等の取組を評価。

当該加算について、小規模多機能型居宅介護事業所が地域包括ケアシス
テムの担い手の拠点とし て様々な機能を発揮することを促進する観点か

ら、どのような対応が考えられるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 26



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①機能強化等（基本報酬の在り方）

小規模多機能型居宅介護の基本報酬については、

• 利用者の平均要介護度が減少傾向にあること
• 収支差率が2.8%、金額ベースでは13.7万円であり、また、51.8％の事業
所が赤字であること

• その要因として、基本報酬は、要介護１・２と要介護３～５との間で差が大
きい中で、契約終了者は比較的重度の者が多い一方で、新規契約者は比
較的軽度者が多い実態があるため、利用者の入れ替わりが経営に与え
る影響が大きいこと（要介護１と要介護３の報酬差は11,793単位／月）

を踏まえ、経営の安定化を図る観点から、要介護度ごとの報酬設定のバラ
ンスを見直すことを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 27

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①機能強化等（訪問体制強化加算）

（２）訪問体制強化加算

更なる訪問サービスを行う事業所を対象として、上乗せ評価を行うための
区分を新設することを検 討してはどうか。

具体的な要件としては、現行の加算をベースに、１事業所１月あたり延べ
訪問回数が更に一定数以上を求めることを検討してはどうか。

一方で、訪問回数が一定数以下の事業所については、報酬を適正化する
ことを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 28



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①機能強化等等（総合マネジメント体制強化加算）

（３）総合マネジメント体制強化加算

上乗せ評価を行うための新たな区分を新設することを検討してはどうか。

新たな区分の要件については、（介護予防）小規模多機能型居宅介護で
は、事業所が利用者の役割発揮の場を提供している場合には、要介護度
が改善する傾向にあることを踏まえ、場を提供する手間 を評価する観点
から検討してはどうか。

一方、新設する上位区分への移行を促す観点から、現行の単位数を見直
すことを検討してはどうか

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 29

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
②離島や中山間地域等におけるサービスの充実（特別地域加算等）

①「特別地域加算」（＋15％）、②「中山間地域等における小規模事業所加
算」（＋10％）は、離島や中山間地域等に所在する訪問系事業所がサー
ビス提供を行うためには移動にコストがかかる ことを踏まえて、訪問系
サービスを対象にしている。

現状、小規模多機能型居宅介護（通い・訪問・泊まり）は、「通い」を中心と
したサービスと整理され、通所系サービスと同様に設定されていないが、
「訪問」サービスも提供することを踏ま え、どのような対応が考えられる

か。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 30



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 

②離島や中山間地域等におけるサービスの充実（特別地域加算等）

①「特別地域加算」（＋15％）、②「中山間地域等における小規模事業所加算」（＋
10％）は、 離島や中山間地域等に所在する訪問系事業所がサービス提供を行うた
めには移動にコストがかかる ことを踏まえて、訪問系サービスを対象にしている。

現状、小規模多機能型居宅介護（ 通い・訪問・泊まり）は、「通い」を中心としたサー
ビスと整 理され、通所系サービスと同様に設定されていないが、「訪問」サービスも
提供することを踏ま え、どのような対応が考えられるか。

（介護予防）小規模多機能型居宅介護については、離島や中山間地域等における
サービスの充実 や、「訪問」を含めた利用者が増加傾向にあることを踏まえ、その
移動のコストを適切に評価する観 点からも、特別地域加算等の対象とすることを
検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 31

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
③緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実（短期利用居宅介護費）

小規模多機能型居宅介護については、事業所の登録定員に空きがあること等を要
件に、登録者以外の短期利用も可能となっている。

このため、宿泊室に空きがあるだけでは利用できず、登録者以外の緊急時の宿泊
ニーズに適時適切に対応できない。

短期利用をきっかけに本登録につながり、事業所の充足率（登録者数／登録定
員）が向上し、経 営の安定化に寄与するケースもあることや、介護保険部会におけ
る意見も踏まえて、小規模多機能 型居宅介護事業所において、在宅高齢者の緊

急時の宿泊ニーズに対応できる環境をより一層推進する観点から、どのような対
応が考えられるか。

（介護予防）小規模多機能型居宅介護の登録者以外の短期利用について、登録者
の緊急時を含めた 宿泊サービス提供に支障がないことを条件に、宿泊室の空きを
柔軟に活用できるようにすることを検 討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 32



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
④地域の特性に応じたサービスの確保（地方分権提案）

小規模多機能型居宅介護については、登録者数が運営規程に定めている
登録定員を超える場合、翌月から、定員超過が解消される月まで、利用者
全員の報酬が30％減算されることになっている。
（１）令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日
閣議決定）において、

・「指定小規模多機能型居宅介護については、過疎地域等において一定

の条件を満たす場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期
間に限り行わない措置を講ずることについて検討し、 令和３年度の報酬改
定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」 こと

とされているが、どう考えるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 33

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
小規模多機能型居宅介護

<論点> 
④地域の特性に応じたサービスの確保（地方分権提案）

（２）令和２年の地方分権改革に関する提案募集において、

・ 小規模多機能型居宅介護については、登録定員と１日当たりの利用定
員に上限が設けられている が、小規模多機能型居宅介護の普及に向け、
登録定員、利用定員を「従うべき基準」から「参酌 すべき基準」とする。 こ

とが提案されたが、どう考えるか。

（１）（介護予防）小規模多機能型居宅介護については、過疎地域その他の
地域であって、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市
町村が認めた場合に、一定の期間（例えば、介護保険事業計画にあわせ
て３年間）に限って、報酬を減算しないことを検討してはどうか。

（２）定員を従うべき基準から見直すことについて、地方分権改革有識者会
議では以下のような議論が提起されていることや（１）の検討を踏まえて、

どう考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
看護小規模多機能型居宅介護

<論点> 
①多職種協働による自立支援・重度化防止の取組の推進

褥瘡の治癒や排せつの自立度の改善など、多職種協働による自立支援
や重度化防止を一層推進す る観点から、どのような対応が考えられるか。

看護小規模多機能型居宅介護において、改善の効果が認められている自
立支援や重度化防止のケ アについて、多職種が協働して計画的に行って
いる場合の評価について、検討してはどうか。

（例） ・褥瘡の発生予防のための管理 ・排せつに介護を要する利用者への
支援 ・利用者の栄養状態のマネジメントに基づく栄養改善・維持の取組

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 35

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
看護小規模多機能型居宅介護

<論点> 
②緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実（短期利用居宅介護費）

看護小規模多機能型居宅介護については、事業所の登録定員に空きが
あること等を要件に、登録者以外の短期利用も可能となっている。

このため、宿泊室に空きがあるだけでは利用できず、登録者以外の緊急
時の宿泊ニーズに適時適切に対応できない。

空床があるにも関わらず短期利用居宅介護を利用できない現状や、介護
保険部会の意見も踏まえ て、看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて、在宅要介護高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応 できる環境をより
一層推進する観点から、どのような対応が考えられるか。

看護小規模多機能型居宅介護の登録者以外の短期利用について、登録
者の緊急時を含めた宿泊サービス提供に支障がないことを条件に、宿泊
室の空きを登録者以外の短期利用者に活用できるよ うにすることを検討し

てはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 36



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
看護小規模多機能型居宅介護

<論点> 
③通所困難な利用者の入浴機会の確保

看護小規模多機能型居宅介護を利用中に、訪問入浴介護を併算定するこ
とはできない。

看取り期等で、通所が困難となった状態不安定な利用者について、入浴の
機会を確保する観点か ら、どのような対応が考えられるか。

グループホームの例も参考に、看護小規模多機能型居宅介護の利用中に
おける、訪問入浴介護の提供ルールを明確化することを検討してはどう

か。

費用については、看護小規模多機能型居宅介護事業者と訪問入浴介護
事業者の相互の合議に委ね ることにしてはどうか。

また、通所が困難となった状態不安定な利用者に対して看護小規模多機
能型居宅介護と訪問入浴介護が連携してサービスを提供する具体的な方
策例を示すことを検討してはどうか。
（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 37

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
特定施設入居者生活介護

<論点> 
①中重度者や看取りへの対応の充実

介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応を充実する観点か
ら、どのような対応が考えら れるか。

退所者の看取り率や看取りへの取組状況等についての評価や、基準以上
に看護職員を配置する事業所を評価すること等についてご意見があるこ

とも踏まえながら、看取りへの対応を充実する観点か ら、看取り介護加算
等の在り方について検討してはどうか。

「人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスにおけるガイドライン」
等に基づく取組を促進 する観点から、対応を検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 38



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
特定施設入居者生活介護

<論点> 
①中重度者や看取りへの対応の充実

介護付きホームにおいては、

・ 一定数の看護職員を配置することとされており、これら職員による健康
管理や看取りへの対応等の業務は包括報酬に組み込まれているため、
介護保険の訪問看護サービスの併算はできないことと されている（※医療

保険による訪問看護の利用は一定の疾病等の場合に可能）

・ 夜間看護体制加算により、指定訪問看護ステーションとの連携等による

夜間の看護職員の体制を評価している（なお、特別養護老人ホームにお

いては、看護体制加算により、夜間のみならず、日中の看護職員の体制に
ついても評価）

こと等も踏まえながら、看護体制の充実について検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 39

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
特定施設入居者生活介護

<論点> 
②機能訓練の充実

自立支援・重度化防止の取組を進める観点から、介護付きホームにおけ
る機能訓練の充実につい て、どのような対応が考えられるか。

介護付きホームにおいては、

・ １名以上の機能訓練指導員を配置することとされており、これら職員によ
る機能訓練等の業務は包括報酬に組み込まれているため、訪問リハビリ
テーションサービス等の併算はできないこととされている

・個別機能訓練加算による専属の機能訓練指導員の配置等の評価や、
生活機能向上連携加算による 指定訪問リハビリテーション事業所等と連

携した計画的な機能訓練の評価が行われている こと等も踏まえながら、
機能訓練の充実について検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 40



介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
特定施設入居者生活介護

<論点> 
③入居者実態を踏まえた適切な評価（入居継続支援加算）

介護付きホームは、介護老人福祉施設と比較して、要介護度の高い方の
みならず、要介護度の低い方等も受け入れている状況がある。

介護付きホームには、介護福祉士の割合及びたんの吸引等が必要な入
居者の割合を基準とした入居継続支援加算による評価があるが、その取

得率は極めて低調であるところ、 介護老人福祉施設におけ る同様の加算
と同じ水準で設定された基準（たんの吸引等が必要な入居者の割合15％
以上）を満たす ことが困難との意見もある。

利用者が人生の最後まで介護付きホームに住み続けられる環境の整備を
促進するため、介護付き ホームの入居者実態に合った適切な評価を行う

観点から、どのような対応が考えられるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 41

介護給付費分科会 令和2年10月9日（金）
特定施設入居者生活介護

<論点> 
③入居者実態を踏まえた適切な評価（入居継続支援加算）

入居者が人生の最後まで介護付きホームに住み続けられる環境の整備を
促進するため、介護付き ホームの入居者実態に合った適切な評価を行う

観点から、入居継続支援加算における 「たんの吸引等 を必要とする割合
が利用者の15％以上」という要件の緩和を検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 42



介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
認知症対応型通所介護管理者に係る配置基準

<検討の方向> 
・本体施設・事業所の設備を利用して行うことが前提となっていること。

・人員配置基準も本体施設・事業所と一体のものとして定められているこ
と。 から、管理者について、共用型（介護予防）認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、
共用型（介護予防）認知症対応型通所介護の他の職務に従事することが
できることとしてはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 43

介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
ADL維持等加算

<意見> 
○ 認知症への視点が抜けているという問題があるとともに、算定率も低く、加算の
仕組みを根本的に考える必要があるのではないか。

○ アウトカムを評価するものとして促進するべきであるが、算定に係る労力に対
し、評価が低いため、単位数を引き上げていくことについて検討が必要ではない
か。

○ 算定要件や単位数の見直しが必要ではないか。新たにCHASEの項目として

Barthel Indexが含まれているが、データの収集そのものにも一定の業務負担が
かかることを踏まえ、この加算において、データ提出に対する評価と、実施した結
果に対する評価の両面から評価することとしてはどうか。

○ 算定要件について、新規利用者15%以下などの事業者側にとって非常に高い
ハードルとなっている要件は緩和すべき。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 44



介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所介護 生活機能向上連携加算

<論点> 

加算創設の目的(外部のリハビリテーション専門職と連携することに より、
自立支援・重度化防止に資する介護を推進すること)を達成する観点から、
どのような対応が考えられるか。

<検討の方向> 

外部のリハビリテーション専門職との連携を促進するため、訪問介護等に
おける算定要件と同様、ICT活用を認めることを検討してはどうか。また、
連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 45

介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所介護 個別機能訓練加算(I)(II) 

個別機能訓練加算については、通常規模型・地域密着型において算定率
が低く、算定できてい る事業所であっても、それぞれの加算の目的に応じ

た機能訓練項目を設定することが難しい場合もあるが、どのような対応が
考えられるか。

算定しない理由

機能訓練指導員を常勤又は専従によることが難しいため

<検討の方向> 

個別機能訓練加算について、加算を算定できない理由や、算定できている
事業所での機能訓練の実施状況に鑑み、人員配置要件や機能訓練項目
の見直しを行うことを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所介護 入浴介助加算

事業所の中には、単に利用者の心身の状況に応じた入浴介助を行うのみ
ならず、利用者が自立して入浴を行うことができるよう、自宅での入浴回数
の把握や、個別機能訓練計画への位置付け等を行っているところもある。

これらを踏まえ、入浴介助加算の在り方について、どのように考えるか。

<検討の方向> 

入浴介助加算について、現在の算定状況や、入浴介助を通じた利用者の
居宅における自立支援・日常生活動作能力の向上に資する取組を行って
いる事業所の状況をふまえ、見直しを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所介護 地域等との連携

<検討の方向> 

地域密着型通所介護等において運営基準上で設けられている地域等との
連携にかかる規定を、通所介護においても設け、通所介護事業所におけ
る地域での社会参加活動、地域住民との交流を促進することとしてはどう
か。

中山間地域等におけるサービスの充実

認知症対応型通所介護においては中山間地域等に居住する者へのサー
ビス提供加算が設けられてい ない

<検討の方向> 

都市部や中山間地域等のいかんにかかわらずサービスを受けることがで
きるようにする観点から、中山間地域等における認知症対応型通所介護
事業所の継続的な運営に資するよう、中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算を設けることを検討してはどうか。
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○ 実施しているஏ域貢献活ಊやஏ域参加活ಊの取組をみると、「事業所でのボランティア活ಊ機会の఑供」
（38.7％）、「事業所の催し෼へのஏ域住຿の招待と交ླྀ」（31.1％）、「ஏ域の自治会やௌ಼会への積極ద参加」
（19.2％）のように、ஏ域住຿との࿊携やஏ域住຿活ಊに貢献する活ಊを行っている。

n＝830（ള数回௦）�.1%

2�.0%

4.�%

2.3%

5.�%

0.�%

�.3%

�.0%

2.�%

2.0%

3�.�%

1�.2%

31.1%

14.�%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

૮回௦

્峕実઱峁峐岮峵取組峙峔岮

峇峘౎峘取組

高ೡ者岝௽૩者岝子峓峬峔峓峘੗஘峔主体岶利用峑岷峵通岮峘場峘઀୹

地ୠ峕岴岻峵見ஹ峴ણ動

地ୠ峘子峓峬峉峋向岻峘地ୠ୫ൡ峼地ୠ嵄嵑嵛崮崋崊峒ુ同峑開ಈ

ੳੴඪ崝嵕嵛峮家ఔஂ૧者崝嵕嵛峮ઐ૴会峼開ಈ

地ୠક民峘૚ர相୥事峘ମ੺峔相୥ษઠ峼開設

地ୠ峘嵄嵑嵛崮崋崊ણ動峘立峋上岼峮ಲ続峕関峃峵支ର

事業所峑嵄嵑嵛崮崋崊ു成൥ౠ峼開ಈ峁ു成

事業所峑峘嵄嵑嵛崮崋崊ણ動機会峘઀୹

地ୠ峘自੘会峮町内会峘ણ動峢峘஋ா的૞加

事業所峘ಈ峁੟峢峘地ୠક民峘ഃୄ峒ઐ૴

઱設峘嵃嵤嵓ಉ峘地ୠક民峢峘開ଣ岝૮મ೵出
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○ ཤ༽ंの௪ॶ࣎のऀճࢂՅ׈ಊのखૌによる੔ՎΝみると、「ࢂՅしたཤ༽ंが、ༀׄのୣ੔״やຮଏ״Νಚて
いきいきしてきた」（66.8％）で࠹もଡく、࣏いで「ཤ༽ंのՊଔの඲Ճやຮଏ״が߶まってきた」（41.6％）が
ଡかった。
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地ୠ住民峘要ஂ૧高ೡ者峕対峃峵理解岶യ進岿島峐岷峉

地ୠ住民峘事業所峘取組峕対峃峵௬価岶高峨峍峐岷峉

利用者岶増加峃峵峔峓岝事業所峢峘経営面峢峘๾൴岶見峳島峉

利用者峘地ୠ峮社会峢峘షര意௙岶高峨峍峐岷峉

家ఔ峘生ણ୭୆峘改ఒ峕峎峔岶峍峐岷峉

利用者峒家ఔ峒峘関બ岶ଐ஀峕峔峍峐岷峉

利用者峘家ఔ峘௬価峮௥ଌ૎岶高峨峍峐岷峉

૞加峁峉利用者岶岝૽સ峘୸成૎峮௥ଌ૎峼得峐岮岷岮岷峁峐岷峉
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通所介護 通所時ỉ社会参加活動ỉ取組にợỦ成果
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
療養通所介護

<検討の方向> 

療養通所介護において、加算の算定状況や提供されているケアの現状、
利用状況を踏まえ、柔軟 に、安定的なサービス提供ができるよう、包括報
酬とすることを検討してはどうか。

療養通所介護において、長期間状態が安定している利用者がいる現状を
踏まえ、一定の要件を満 たす利用者については、状態確認にICTを活用
できるようにすることを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション 自立支援及び活動・参加の促進

<検討の方向> 

通所リハビリテーションは、医師の診療に基づき計画的なリハビリテーショ
ンを実施するサービス である。通所リハビリテーションの趣旨を踏まえ、自
立支援及び活動・参加の機能を促進する観点か ら、

・リハビリテーションの機能

・事業所の体制 ・活動

・参加に対する取組

・利用者のADLの維持改善等の状態
等の評価を進めることを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算

<検討の方向> 

リハビリテーションマネジメント加算について、自立支援・重度化防止の取
組の更なる質の向上の ために、

・VISITへのデータ提出とフィードバックによるPDCAサイクルに沿った取組
の推進

・ICT機器の活用による介護サービスの質の向上と業務効率化
・報酬体系の簡素化と事務負担軽減

等の観点から、見直しを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション 社会参加支援加算

<検討の方向> 
■社会参加支援加算の要件である「社会参加への移行状況」と「リハビリ

テーションの利用の回転率」については、達成割合が異なる結果となって
いる。
■ 「社会参加への移行状況」については、要介護度によってその状況が
異なり、要介護度が高い場合には社会参加への移行につながりにくい結

果となっている。算定要件には、指定通所介護等の実施が居宅訪問等を

した日から起算して３月以上継続する見込みであることを確認することが
含まれて いる。

■社会参加支援加算は、要件を踏まえると、社会参加支援というよりは、
リハビリテーションサービ スから他のサービスへの移行を評価している側
面が強い。

■ こうした点を踏まえながら、社会参加支援加算について、利用者に対す
る適時・適切なリハビリ テーションの提供を更に促進する観点から、要件
等の見直しを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション 生活行為向上リハビリテーション実施加算

<検討の方向> 
■生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定率は１％以下である
が、その理由として利用者の経済的な負担が大きいことや、加算期間が

６ヶ月間で修了することの理解が得られないことが挙げられて いる。

■ こうした点を踏まえながら、生活行為向上リハビリテーション実施加算に
ついて、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利用者に
対して、適時・適切なリハビリテーションの提供を更に促進する観点から、

要件等の見直しを検討してはどうか
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション 入浴介助加算

<検討の方向> 
現在の入浴介助加算について、現在の算定状況や、入浴介助を通じた利
用者の居宅における自立支援・ ADLの向上に資する取組を行っている事
業所の状況をふまえ、見直しを検討してはどうか

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

<検討の方向>

業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書
の項目の共通化を検討し てはどうか。また、リハビリテーション計画書固
有の項目については簡素化を図ることを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
通所リハビリテーション 事業所規模に応じた基本報酬

<検討の方向> 
通所リハビリテーションの基本報酬について、事業所の経営努力を損なわ
ないようにする観点から、経営実態も踏まえながらきめ細やかな見直しを

行うことを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
短期入所生活介護 看護職員に係る配置基準

<検討の方向> 

（介護予防）短期入所生活介護事業所においても、一定数医療的ケアの必
要な利用者がいることか ら、看護職員について、必要に応じ密接かつ適

切な連携により確保することとしてはどうか。

（介護予防）短期入所生活介護事業所の類型・定員により、必要とされる
医療的ケアが異なる状況 にはないことから、現行要件上、常勤で１人以上
の看護職員の配置が求められている、「併設型で あって定員20人以上の
事業所」についても、他の類型と同様の配置要件とすることとしてはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
短期入所生活介護 生活機能向上連携加算

<検討の方向> 
外部のリハビリテーション専門職との連携を促進するため、訪問介護等に
おける算定要件と同様、ICT活用を認めることを検討してはどうか。また、
連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

介護予防短期入所生活介護の長期利用への対応

<検討の方向> 

短期入所生活介護における長期利用減算の趣旨及び介護予防短期入所
生活介護の基本報酬にお いても初期加算相当分が評価されていることを
踏まえ、介護予防短期入所生活介護においても、 自費利用を挟み同一事

業所を連続30日以上利用している者に対してサービス提供をする場合に、
長期利用減算を適用することを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
短期入所療養介護
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護の在り方

<検討の方向> 
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、短期入所生
活介護との利用目的及び提供サービスの類似性の観点から、基本サービ
ス費を見直すことを検討してはどうか。

その上で、医療ニーズのある利用者の受入を促進する観点及び介護老人
保健施設の在宅療養支援機能を推進する観点から、介護老人保健施設

が提供する短期入所療養介護において、医師が診療計画に基づき必要

な診療、検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な
医学的管理を評価することを検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
短期入所療養介護 緊急短期入所受入加算

<検討の方向> 
「７日を限度」の日数要件について、短期入所生活介護との均衡を考慮し、
「７日を原則として、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日
を限度」に見直すことを検討してはどうか
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介護給付費分科会 令和2年10月15日（木）
福祉用具・住宅改修 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用

<検討の方向> 
退院・退所時のカンファレンスへの福祉用具専門相談員の参画を担保し、
介護支援専門員との連携を促すため、居宅介護支援の退院・退所加算及
び指定施設サービスの退所前連携加算の要件にお いて、福祉用具専門

相談員、作業療法士等関係職種の関与を明示することを検討してはどうか

福祉用具の安全な利用の促進

<検討の方向>

福祉用具の安全な利用を促進するため、福祉用具専門相談員の更なる質
の向上等の観点から、福 祉用具専門相談員の指定講習カリキュラム等の
見直しをはじめとした、福祉用具に関する事故等の情報の活用方策を検

討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 63

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問介護 特定事業所加算

<検討の方向> 
・質の高いサービスを提供する事業所を評価する観点から「定期的な事業
所内の会議の開催」や 「介護福祉士等の手厚い配置」等の体制や人材を
評価しているが、対象となり得る事業所を適切に評価する観点から、訪問

介護以外のサービスにおいて同様の項目を評価するサービス提供体制強
化加算が区分支給限度基準額の対象外とされていることも踏まえて、見
直しを検討してはどうか。

・ 地域において難易度が高い介護や質の高い介護を提供する事業所を適

切に評価する観点から「重度者対応」の評価は維持しつつ、報酬体系の簡
素化の観点からも、見直しを検討してはどうか。
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（ඍߡ）（１）．１は、޲ਫ਼࿓ಉ঴「৮ۂ安ఈۂແ౹ܯ」によりࡠ੔。パートタイムを含む৙༽の஍。ฑ੔23೧改ఈ「޲ਫ਼࿓ಉ঴ฦ৮ۂ෾ྪ」に基づく、以下の৮ۂ෾ྪۢ෾のܯ߻。
員：「361ޤઅ介ࢬ ৮：「362ޤ員」、๜໲介ޤઅ介ࢬ ๜໲介ޤ৮」。

２．（２）は、（ޮࡔ）介ޤ࿓ಉ安ఈセンター「ฑ੔30೧ౕ 介ޤ࿓ಉࣰସ௒ࠬ」によりࡠ੔。

ᚧ問介ᜱ員ỉ人手不ឱỉ現状
○ 介ޤサービス৮員の༙ް求ਕഔིをみると、ࢬઅ介ޤ৮員とർ較して、๜໲介ޤ員の༙ް求ਕഔིが߶くなってお
り、2019೧఼ౕ࣎で15.03ഔとなっている。

○ ৮झพの介ޤ࿓ಉंのਕघ෈ଏ感をみると、༁８割のۂࣆॶが、๜໲介ޤ員の෈ଏを感じている。
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介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問介護 生活機能向上連携加算

<検討の方向> 
生活機能向上連携加算(II)について、サービス提供責任者とリハビリ専門
職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で協働してカンファレンスを行
う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種

によるカンファレンスが効果的であること及び業務効率化の観点から、利
用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とすることを検
討してはどうか。

※ また、通所介護における生活機能向上連携加算の検討の方向(案)と同
様、連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居
宅介護も同様にしてはどうか

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 67

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問介護 通院等乗降介助

<検討の方向> 
通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便向
上の観点から、以下の1+2又は2+3 のように、居宅が始点又は終点になる
場合には、病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス

事業所から病院等への移送についても、介護報酬の算定を認めることを
検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 68
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介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問介護 看取り期における対応の充実

<検討の方向> 
訪問介護における看取り期への対応の充実を図る観点から、看取り期に
おける訪問介護の役割や対応の状況等も踏まえながら、その評価につい
て検討してはどうか。

※訪問入浴介護も同様に検討してはどうか

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 70



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問入浴介護清拭又は部分浴を実施した場合の減算

<検討の方向> 
(介護予防)訪問入浴介護における清拭又は部分浴を実施した場合の減算
について、サービス提供実態としては、

• 事業所は1日あたり平均で6件の訪問をする中で、重度者の利用が多い
ため、看護職員による当日のバイタルチェックで全身入浴できないケース
があるが、3人1組分の人件費は生じること
• サービス提供時間をみても、全身入浴と清拭・部分浴との間に顕著な差
は見られず、清拭・部分浴を実施した場合においても、相当な時間を要し
ていること

を踏まえ、経営の安定化を図る観点からも、減算幅の見直しを検討しては
どうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 71

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問入浴介護 新規利用者への対応

<検討の方向> 
(介護予防)訪問入浴介護について、他の訪問系・多機能系サービスにお
いて初回・初期の対応に係る加算制度が置かれていることも踏まえつつ、
新規利用者へのサービス提供に際しての対応を評価 することを検討して

はどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 72



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問看護 退院当日の訪問看護

<検討の方向> 
利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、現
行に加えて、一定の条件の下、退院当日の訪問看護を算定可能としては
どうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 73

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問看護 看護体制強化加算

<検討の方向> 
医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点か
ら、看護体制強化加算につ いて、利用者の実態等も踏まえて、要件の見
直しを検討してはどうか。

※算定できない理由については、「特別管理加算の対象となる利用者が少
ない」が55.0%であった。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 74



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問看護 役割を踏まえたサービスの提供

<検討の方向> 
訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスについて、利用者に対
して、その役割を踏まえたサービスが提供されるようにする観点から、理学
療法士等によるサービス提供の状況等も踏まえて、各種加算も含めた評
価の要件や内容について見直しを検討してはどうか。

※特に、要支援における理学療法士等による訪問の割合が高い。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 75

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算

<検討の方向> 
リハビリテーションマネジメント加算について、自立支援・重度化防止の取
組の更なる質の向上の ために、

・医師の関与やリハビリテーションマネジメント会議への評価

・VISITへのデータ提出とフィードバックによる質の高いPDCAサイクルの
促進

・ICT機器の活用による介護サービスの質の向上と業務効率化
・報酬体系の簡素化と事務負担軽減

等の観点から、見直しを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 76



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問リハビリテーション リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施
減

<検討の方向> 
■訪問リハビリテーション事業所内の医師が診察を行った場合の方が、

事業所外の医師が診察を行った場合に比べ、医師の具体的な指示が多
く、リハビリテーションマネジメント加算(III・IV)の算定率が高い。
■ リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算は全国で一定の

割合で算定されている。

■ リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算について、事業

所の医師の関与を進める観点から、事業所外の医師に求められる「適切
な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予
期間を延長することとした上で、研修や評価の在り方について見直しを検
討しては どうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 77

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問リハビリテーション 退院・退所直後のリハビリテーションの充実

<検討の方向> 
退院(所)後の3月以内の期間に算定可能な短期集中リハビリテーション実
施加算を算定している 利用者において、訪問リハビリテーションを上限回
数(月24回)まで利用しているものが約10%あ る。また、診療報酬における
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、退院の日から起算して 3
月以内の患者に対しては、週12単位(12回)まで算定可能となっている。
訪問リハビリテーションは週6回を限度として算定可能としているが、退院・
退所直後のリハビリ テーションの充実を図る観点から、診療報酬の例も参
考にしながら、上限の見直しを検討してはどう か。

※診療報酬 退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医
療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、
週12単位まで算定できる。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 78



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
訪問リハビリテーション 社会参加支援加算

<検討の方向> 
■社会参加支援加算の要件である「社会参加への移行状況」と「リハビリ

テーションの利用の回転率」については、達成割合が異なる結果となって
いる。

■ 「社会参加への移行状況」については、要介護度によってその状況が

異なり、要介護度が高い場合には社会参加への移行につながりにくい結
果となっている。算定要件には、指定通所介護等の実施が居宅訪問等を
した日から起算して3月以上継続する見込みであることを確認することが含
まれている。

■社会参加支援加算は、要件を踏まえると、社会参加支援というよりは、

リハビリテーションサービ スから他のサービスへの移行を評価している側
面が強い。

■ こうした点を踏まえながら、社会参加支援加算について、利用者に対す
る適時・適切なリハビリ テーションの提供を更に促進する観点から、要件
等の見直しを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 79

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用

<検討の方向> 
介護予防訪問リハビリテーションについて、
・ 訪問リハビリテーションより介護予防訪問リハビリテーションの方が利用
期間が長い

・ 利用開始時のADLが満点であるものが一定割合みられる
・ 利用開始から一定期間経過後にADLの改善が乏しくなる
・ 介護予防訪問リハビリテーションは原則として「通院が困難な利用者」に

対して、あるいは「家屋内におけるADLの自立が困難である場合」に算定
可能なサービスである

こと等を踏まえ、長期間利用の場合のサービス提供への評価について、見
直しを検討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 80



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）

居宅療養管理指導 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職
種連携

<検討の方向> 
医師・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際には、居宅要介護者の社会

生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながる
よう留意することとし、関連する情報については、 介護支援専門員等に提
供することを検討してはどうか。

薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際には、これ
らの支援につながる情報の把握に努め、必要な情報を医師・歯科医師に
提供することを検討してはどうか。

多職種間での情報共有促進の観点から、居宅療養管理指導の算定要件

とされている他職種への情報提供について、運営基準における対応を検
討してはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 81

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）

居宅療養管理指導 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取
扱い

<検討の方向> 
居宅療養管理指導は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して
行うものであり、少なく とも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院が

できる者などは、通院は容易であると考えられるため、全ての職種につい
て、これらの者については算定できないことを明確化し、適切なサービ ス
の提供を進めてはどうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 82



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
居宅療養管理指導 居住場所に応じた評価

<検討の方向> 
居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間
等の効率性を勘案し、居住場所に応じたよりきめ細かな評価を検討しては
どうか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 83

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
居宅療養管理指導 医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供

<検討の方向> 
医師・歯科医師による居宅療養管理指導に関して、算定要件であるケアマ
ネジャーへの情報提供について、診療情報提供料(医療)の様式を活用し
て行うことができることとされているところ、

・医師による情報提供について、主治医意見書の様式も踏まえた新たな様
式によることとしてはど うか。

・また、歯科医師による情報提供について、歯科疾患在宅療養管理料(医
療)の様式も踏まえた新たな様式によることとしてはどうか。

その際、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会にお
ける様々な支援へとつながるよう、関連の記載欄を設けてはどうか。(論点
1関係) 

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 84



介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
居宅療養管理指導 情報通信機器を用いた服薬指導の評価

<検討の方向> 
薬剤師(薬局)による居宅療養管理指導において、情報通信機器を用いた
服薬指導の評価を新設することを検討してはどうか。

対象患者、算定要件等については、診療報酬における対応を参考に設定
してはどうか

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 85

介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）

居宅療養管理指導 他の医療機関等の管理栄養士による居宅療養管理
指導の評価

<検討の方向> 
管理栄養士による居宅療養管理指導について、当該居宅療養管理指導
事業所以外の医療機関等の管理栄養士が実施する場合も評価することを
検討してはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年10月22日（木）
居宅療養管理指導 歯科衛生士等による管理指導計画

<検討の方向> 
歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式につい
て、訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考にし
た新たな様式によることとしてはどうか。
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介護給付費分科会 令和2年8月19日（水）
居宅介護支援・介護予防支援

<論点> 

高齢化の進展に伴い、居宅介護支援事業所の数、ケアマネジメントの利用者数は年々増加し
てきている。ケアマネジメントが国民の間に普及・浸透してきている状況もある中で、介護支援
専門員（以下「ケアマネ ジャー」という。）には、医療と介護の連携や地域における多様な資源

の活用等の役割をより一層果たすこと も期待されている。また、介護予防支援（地域包括支
援センター）についても、機能や体制の強化を図ること が求められている。これらを踏まえ、

・ 医療をはじめ、多分野の専門職の知見に基づくケアマネジメントを図る観点

・ 医療や介護に加え、インフォーマルサービスも含めた多様な生活支援が包括的に提供され

るような居宅サービス計画の作成を推進する観点

・ 公正中立なケアマネジメントの確保、ケアマネジメントの質の向上の観点

・ 質の高いケアマネジャーの安定的な確保、ケアマネジャーが力を発揮できる環境の整備を
図る観点

・ 地域包括支援センターについて、機能や体制の強化を図る観点

・ 業務負担が大きいとされる介護予防ケアマネジメント業務について、外部委託を行いやす

い環境の整備を進める観点

から、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年8月27日（木）
介護老人福祉施設

<論点> 

生産年齢人口の減少など介護人材不足が続く中で、今後も増加する介護ニーズに
対応するため、介護老人福祉施設において、介護ロボット・ICTの活用や基準の緩
和等をはじめどのような方策が考えられるか。

介護老人福祉施設において、ユニット型施設の普及方策として、どのような方策が
考えられるか。

今後、介護老人福祉施設では、入所者の重度化が進み、医療や看取りのニーズも
増大していくことが想定されるが、医療提供施設でない介護老人福祉施設におい
て、看取りの促進や医療分野との連携の強化について、どのような方策が考えら
れるか。

介護老人福祉施設における感染症、災害等のリスクへの対応についてどのように
考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年8月27日（木）
介護老人保健施設

<論点> 

在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設として、これらの機能をより
強化していくために、どのような方策が考えられるか。

かかりつけ医との連携を含め、介護老人保健施設で提供される医療、リハビリテー
ションについて、どのように考えるか。

介護老人保健施設における感染症、災害等のリスクへの対応についてどのように
考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年8月27日（木）
介護医療院

<論点> 

介護療養型医療施設等からの円滑な移行を一層促進する観点から、どのような方
策が考えられるか。

医療の必要な要介護者の長期療養施設としての機能及び生活施設としての機能
をより充実させる観点から、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年8月27日（木）
介護療養型医療施設

<論点> 

令和５年度末の廃止期限までに、介護医療院への移行等が確実に行われるよう、
より早期の意思決定を支援するために、どのような方策が考えられるか。

令和２年度診療報酬改定における医療療養病床に係る評価の見直しを踏まえ、介
護保険の療養病床 に対する評価について、どのように考えるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月14日（月）
自立支援・重度化防止の推進

1.介護の質の評価と科学的介護の推進

<論点> 

今後、VISIT・CHASE等により介護の質の評価と科学的介護を推進し、介
護サービスの質の向上を図っていくため、

・現行のVISITにおけるデータ提出とフィードバックによりPDCAサイクルを
推進し、ケアの質の向上につなげる仕組み(リハビリテーションマネジメント
加算)、
・VISIT・CHASEのデータ収集項目や、これらの項目と関連する現行の加
算、

・現場におけるデータ提出等取組に係る負担

も踏まえながら、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月14日（月）
自立支援・重度化防止の推進

2.リハビリテーション・機能訓練等

<論点> 

各リハビリテーション・機能訓練等について、自立支援・重度化防止に向け
た取組を進めていく上で、現行のADL維持等加算や介護老人保健施設の
評価体系等も踏まえながら、

・ストラクチャー、プロセス、アウトカムの評価の適切な組み合わせ

・要介護者のADL等の維持改善を進める観点から、どのような方策が考え
られるか。

ADL維持等加算や社会参加支援加算等について、現状の取得状況や課
題も踏まえながら、取組を進めていく上でどのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月14日（月）
自立支援・重度化防止の推進

3. 口腔・栄養

<論点> 

口腔健康管理や低栄養状態の改善は、健康寿命の延伸やQOLの向上に
も重要であるが、

・介護保険施設において、より入所者の状態に応じた丁寧な口腔・栄養管
理を効果的・効率的に行うためには、どのような方策が考えられるか。

・また、居宅要介護高齢者について、個々の口腔・栄養状態を効率的に把
握し、口腔機能低下や低栄養状態のリスクがある者を適切な口腔・栄養改
善の取組につなげていくためには、どのような方策が考えられるか。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組は、一体となって運用さ
れることで より効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待され

るが、どのような方策が考 えられるか。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 95

介護給付費分科会 令和2年9月14日（月）
自立支援・重度化防止の推進

4.重度化防止の推進等について

<論点> 

利用者が要介護状態となっても、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、廃用の悪循環を断ち切り、寝たき
りとなることを防止する観点から、医療系サービスの利用や日々の過ごし
方などをマネジメントし、適切に離床、リハビリテーション、介護等を行う方
策として、どのようなことが考えられるか。

排せつ支援加算や褥瘡マネジメント加算について、質を上げて介護施設に
おける取組を推進するため、

・加算を実施したことに伴う状態改善や

・施設間の評価尺度の標準化を進める観点

から、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
人員配置基準等の取扱い

<論点> 

今後も高齢化の進展による介護サービス需要の増大、現役世代の減少に
伴う担い手不足が見込まれる中で、質の担保に留意しつつ、育児や介護と

仕事の両立を進める観点や、柔軟な人材配置を可能とする観点等から、
どのような方策が考えられるか。

あわせて、いわゆるローカルルールの対応について、実態の把握を含めど
のような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
介護職員の処遇改善

<論点> 

介護関係職種の有効求人倍率は高く、介護職員の人手不足感は高い状

態で推移しており、介護職種への採用や定着を促していくことが必要であ
る中、介護職員の着実な処遇改善に向けて、どのような方策が考えられる
か。特に、

・新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成を含めた離
職防止の観点

・ 職場環境等要件に基づく取組についてより実効性のあるものとしていく
観点からどのような方策が考えられるか。

処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分取得が進む中で、平成30
年度介護報酬改定に関する審議報告も踏まえ、どのような対応が考えら
れるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
サービス提供体制強化加算等

<論点> 

質の高い介護サービスの提供を進める観点から、介護職員等の質の向上
やキャリアアップ、人材の定着等を一層促進するために、サービス提供体

制強化加算について、その最も上位の区分の算定が介護職員等特定処
遇改善加算の要件で あることも踏まえつつ、

・ 介護福祉士割合や勤続年数が上昇していること

・ ロボットやICTの活用による生産性向上の取組の進展
・ 介護サービスの質の評価に関する取組の進展

・報酬体系の簡素化

等の観点から、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
ハラスメント対策

<論点> 

介護現場においては、職員の４～７割が利用者からのハラスメントを経験している

介護事業所における適切な就業環境維持（ハラスメント対策）について、介
護報酬や人員、運営基準等において、どのような方策が考えられるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
介護現場の革新

<論点> 
平成30年度に改定した夜勤職員配置加算の活用推進に向けて、見守りセンサーと
インカム等のICT 機器と の併用などによる効果実証の結果等を踏まえながら、他
のサービスへの評価の拡大も含めインセンティブの方策を検討してはどうか。

テクノロジーの活用によって、サービスの質の向上や職員の職場定着に取り組む
介護事業所に対する報酬上の評価をどう考えるか。

各種会議や多職種による連携等において、ICTの活用を進める観点から、どのよう
な方策が考えられるか
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
文書負担の軽減

<論点> 

政府の決定や「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議
論や意見等も踏まえ、文書負担の軽減や手続きの効率化を一層推進していくた
め、サービスごと及びサービス横断的に、

・重要事項説明等の記載や同意

・各種加算に関する計画等の簡素化、

・各種記録の整備や保管、掲示、

等について、どのような方策が考えられるか
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
制度の安定性・持続可能性の確保

<論点> 
介護保険制度の安定性・持続可能性を確保する観点から、平成30年度介護報酬
改定における対応や、審議報告等を踏まえ、介護サービスの適正化や重点化、報
酬体系の簡素化等について、どのような方策が考え られるか。
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介護給付費分科会 令和2年9月30日（月）
制度の安定性・持続可能性の確保

<論点> 
介護保険制度の安定性・持続可能性を確保する観点から、平成30年度介護報酬
改定における対応や、審議報告等を踏まえ、介護サービスの適正化や重点化、報
酬体系の簡素化等について、どのような方策が考え られるか。
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
の一部を改正する省令の公布等について（通知） 令和２年 ６月 ５日

経過措置期限を一部延長し、令和３年３月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管
理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする
要件の適用を令和９年３月31日まで猶予することが適当である。 なお、これにより、令和

３年４月１日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措置は適用されず、同
日以降に新たに管理者になる者は、いずれの事業所であっても主任ケアマネジャーであ
ることが求められることとなる。

中山間地域や離島等においては、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居
宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所に
ついては、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いを認める

加えて、令和３年４月１日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャー
を管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に
係る計画書を保険者に届け出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を
１年間猶予することとするとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合な
ど、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この
猶予期間を延長することが出来るようにする
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௟型コロナウイルス感౽ஓに関する今後の૶ಬ

〇 ４月に緊急事ସ宣言を൅し、感染状況は改善したが、社会経済活ಊ全ൢに୉きな影響
〇 感染者のうち、８割の者はଠの人に感染させていない。また、８割は軽症຤はໃ症状のまま治༌するが、２割で഑炎症状がଁ
悪。一๏、若೧૜では重症化割合がఁく、65歳以上の高ྺ者や基ે疾患を༙する者で重症化リスクが高いことが൓໎
〇 これまでಚられた新たなஎ見౵をಁまえれば、ハイリスクの「場」やリスクのସ༹に応じたメリハリの効いたଲ策を講じるこ
とによって、重症者や死๤者をできる限りཊ制しつつ、社会経済活ಊを継କすることが可೵
○ こうした考え๏の下、重症化するリスクが高い高ྺ者や基ે疾患がある者への感染๹止をబఊするとともに、医ྏ資源を重症
者に重఼化。また、季節性インフルエンザのླྀ行期にඍえ、検査ର制、医ྏ఑供ର制を確ฯ・拡充

⇒ 感染๹止と社会経済活ಊとのྈཱིにしっかりとಕ筋をつける

２．検査体制の抜本的な拡充
・季節性インフルエンザླྀ行期にଲ応したஏ域の医ྏ機関での簡
易・迅ଐな検査ର制構஛。抗原簡易キットを୉෱拡充（20ຬ件
／ೖఖౕ）
・感染拡୉ஏ域౵において、その期間、医ྏ機関や高ྺ者施設౵
に勤ແする者全員をଲ象とする一斉・ఈ期దな検査の実施
・市区ௌଞで一ఈの高ྺ者౵の希๮により検査を行う場合の国の
支援
・ຌ人౵の希๮による検査ニーズにଲ応できる環境整ඍ

３．医ྏ提供体制の確保
・患者のබ床・宿ഩྏ཈施設の確ฯのための10月以降の༩算確ฯ
・患者を受け೘れる医ྏ機関の安ఈ経営を確ฯするための更なる
支援
・ஏ域の医ྏ఑供ର制を維持・確ฯするための取ૌみ・支援を進
め、季節性インフルエンザླྀ行期にඍえ、かかりつけ医౵に૮
஌・受診できるର制の整ඍ
・බ床がひっയした౐ಕැ県にଲするଠ౐ಕැ県や自衛ୄの支援

４．治ྏ薬、ワクチン
・治ྏ༂の供給を確ฯ、治ྏ༂の研究開൅にଲする支援
・全国຿に఑供できる数ྖのワクチンの確ฯ（ྫ࿪３೧
前ൔまで）
・身近なஏ域での接種ର制や健康අ害救済ી஖の確ฯ౵
・健康අ害のഝ償による製ଆ൤ജ業者౵のଝ失を国がึ
償できる๑దી஖

５．保健所体制の整備
・自治ର間のฯ健師౵の応援ഁ遣スキームの構஛
・౐ಕැ県ୱ位で潜在ฯ健師౵をౌ࿧する人材バンクの
૓設
・ฯ健所౵の恒常దな人員ର制強化に向けた財政ી஖

６．感染症危機管ཀྵ体制の整備
・国ཱི感染症研究所及び国ཱི国際医ྏ研究センターの࿊
携による、感染症の感染ྙ・重ಠ性౵を迅ଐに඲価・情
ๅ൅信できる仕ૌみの整ඍ
・実ஏ疫学専໵家の育成・ౌ࿧による感染症危機管ཀྵ時
に国のགྷ請で迅ଐにഁ遣できる仕ૌみの構஛

７．国際的な人の往པに係る検査能ྙ・体制の拡充
・೘国時の検査について成ీ・羽ీ・関西空港における1
ຬ人௔の検査೵ྙを確ฯ（9月）

1．感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し
・軽症者やໃ症状者について宿ഩྏ཈（న切な者は自୒ྏ཈）で
のଲ応をబఊし、医ྏ資源を重症者に重఼化。感染症๑における
権限の運༽について、政ྫ改正も含め、柔ೊに見௜し

ྫ࿪２೧８月28ೖ
新型コロナウイルス感染症ଲ策ຌ෨
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・感染拡大地域等において、その期間、医療機関や高齢者施設等に勤務す
る者全員を対象とする一斉・定期的な検査の実施

⼀般社団法⼈⽇本感染症学会提⾔
今冬のインフルエンザと COVID-19 に備えて
⼀⽅、従来のコロナウイルスの伝播モデルから SARS-CoV-2 の流⾏を推
測した研究によると、次の冬季に COVID-19 の⼤きな流⾏が起こることが
予測されています

特に、インフルエンザの流⾏期と重なることにより、重⼤な事態になること
が危惧されます。また、中国からブタ由来の新型インフルエンザの発⽣も報
告されており、今後の動向に留意する必要があります。

外来診療の場において、確定患者と明らかな接触があった場合や、特徴的
な症状（インフルエンザにおける突然の⾼熱発症、COVID-19 における味覚
障害や嗅覚障害など）がない場合、臨床症状のみで両者を鑑別することは

困難です。

冬季に発熱患者や呼吸器症状を呈する患者を診る場合は、インフルエンザ
と COVID-19 の両⽅の可能性を考える必要があります。
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＜通所介護費等の請求単位数について＞

通所系サービス事業所が提供するサービスのうち、通所介護、地域密着型通所介
護及び認知症対応型通所介護においては、表 1 の算定方法により算定される回数
に ついて、通所リハビリテーションにおいては、表２の算定方法により算定される回

数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の２区分上位の報
酬区分を算定する取扱いを可能とする。（例：提供したサービス時間の区分に対応
した報酬区分が２時間以上３時間未満である場合、４時間以上５時間未満の報酬
区分を算定。）

※訪問・電話によるサービス提供については、本取扱いの対象外（サービス提供
回数に訪問・電話によるサービスは含まない。）とする。

※利用者が複数の事業所を利用している場合は、各事業所において、各サービス
提供回数を算定基礎として算定を行う。
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Ⅰ ㏻ᡤ介ㆤ㈝➼のㄳồ༢位ᩘについて 

㸯 ㏻ᡤ⣔サービス事ᴗᡤがᥦ供するサービスのうち、㏻ᡤ介ㆤ、ᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤ介

ㆤཬびㄆ▱⑕ᑐᛂᆺ㏻ᡤ介ㆤにおいては、⾲ 1の⟬ᐃ᪉ἲにより⟬ᐃされるᅇᩘに

ついて、㏻ᡤリハビリテーションにおいては、⾲㸰の⟬ᐃ᪉ἲにより⟬ᐃされるᅇ

ᩘについて、ᥦ供したサービス᫬㛫の༊分にᑐᛂしたሗ㓘༊分の㸰༊分上位のሗ㓘

༊分を⟬ᐃするྲྀᢅいをྍ⬟とする。㸦例㸸ᥦ供したサービス᫬㛫の༊分にᑐᛂした

ሗ㓘༊分が㸰᫬㛫以上㸱᫬㛫ᮍ‶であるሙྜ、㸲᫬㛫以上㸳᫬㛫ᮍ‶のሗ㓘༊分を

⟬ᐃ。㸧 

※ ゼၥ・㟁ヰによるサービスᥦ供については、ᮏྲྀᢅいのᑐ㇟እ㸦サービスᥦ供

ᅇᩘにゼၥ・㟁ヰによるサービスはྵまない。㸧とする。 

※ ฼⏝⪅が」ᩘの事ᴗᡤを฼⏝しているሙྜは、ྛ事ᴗᡤにおいて、ྛサービス

ᥦ供ᅇᩘを⟬ᐃᇶ♏として⟬ᐃを⾜う。 

⾲㸯 ㏻ᡤ介ㆤ、ᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤ介ㆤ、ㄆ▱⑕ᑐᛂᆺ㏻ᡤ介ㆤ 

⾲㸰 ㏻ᡤリハビリテーション 

⩌ ሗ㓘༊分 ⟬ᐃ᪉ἲ 

㸿⩌ 2 ᫬㛫以上 3᫬㛫ᮍ‶ サービスᥦ供ᅇᩘのうち、᭶に㸯ᅇまで、㸰༊分上位のሗ㓘༊分
を⟬ᐃྍ⬟ 

3 ᫬㛫以上 4᫬㛫ᮍ‶ 

4 ᫬㛫以上 5᫬㛫ᮍ‶ 

㹀⩌ 5 ᫬㛫以上 6᫬㛫ᮍ‶ サービスᥦ供ᅇᩘを㸱で㝖したᩘ㸦➃ᩘは切上げ㸧と㸲ᅇをẚ㍑
し、ᑡない᪉のᩘについて、㸰༊分上位のሗ㓘༊分を⟬ᐃྍ⬟ 
 
ὀ㸯㸸㸵᫬㛫以上㸶᫬㛫ᮍ‶についてはᘏ㛗ຍ⟬㸦㸷᫬㛫以上 10

᫬㛫ᮍ‶㸧、㸶᫬㛫以上㸷᫬㛫ᮍ‶についてはᘏ㛗ຍ⟬㸦10 ᫬
㛫以上 11 ᫬㛫ᮍ‶㸧のሗ㓘༊分を⟬ᐃྍ⬟ 

ὀ㸰㸸ᘏ㛗ຍ⟬を⟬ᐃしているሙྜ、㸷᫬㛫以上 10 ᫬㛫ᮍ‶から
11 ᫬㛫以上 12 ᫬㛫ᮍ‶については 100 ༢位を、12 ᫬㛫以上 13
᫬㛫ᮍ‶については 50 ༢位を㏣ຍྍ⬟ 

6 ᫬㛫以上 7᫬㛫ᮍ‶ 

7 ᫬㛫以上 8᫬㛫ᮍ‶ 

8 ᫬㛫以上 9᫬㛫ᮍ‶ 

⩌ ሗ㓘༊分 ⟬ᐃ᪉ἲ 

㸿⩌ 1 ᫬㛫以上 2᫬㛫ᮍ‶ サービスᥦ供ᅇᩘのうち、᭶に㸯ᅇまで、㸰༊分上位のሗ㓘༊分
を⟬ᐃྍ⬟ 

2 ᫬㛫以上 3᫬㛫ᮍ‶ 

㹀⩌ 3 ᫬㛫以上 4᫬㛫ᮍ‶ サービスᥦ供ᅇᩘを㸴で๭った 㸦ᩘ➃ᩘは切上げ㸧と㸰ᅇをẚ㍑
し、ᑡない᪉のᩘについて、㸰༊分上位のቑሗ㓘༊分を⟬ᐃྍ⬟ 

4 ᫬㛫以上 5᫬㛫ᮍ‶ 

5 ᫬㛫以上 6᫬㛫ᮍ‶ 

㹁⩌ 6 ᫬㛫以上 7᫬㛫ᮍ‶ サービスᥦ供ᅇᩘを㸱で㝖した 㸦ᩘ➃ᩘは切上げ㸧と㸲ᅇをẚ㍑
し、ᑡない᪉のᩘについて、㸰༊分上位のሗ㓘༊分を⟬ᐃྍ⬟ 
 
ὀ㸯㸸㸴᫬㛫以上㸵᫬㛫ᮍ‶についてはᘏ㛗ຍ⟬㸦㸶᫬㛫以上㸷

᫬㛫ᮍ‶㸧、㸵᫬㛫以上㸶᫬㛫ᮍ‶についてはᘏ㛗ຍ⟬㸦㸷᫬
㛫以上 10 ᫬㛫ᮍ‶㸧のሗ㓘༊分を⟬ᐃྍ⬟ 

ὀ㸰㸸ᘏ㛗ຍ⟬を⟬ᐃしているሙྜ、㸶᫬㛫以上㸷᫬㛫ᮍ‶から
11 ᫬㛫以上 12 ᫬㛫ᮍ‶については 100 ༢位を、12 ᫬㛫以上
13 ᫬㛫ᮍ‶については 50 ༢位を㏣ຍྍ⬟。 

7 ᫬㛫以上 8᫬㛫ᮍ‶ 

พࢶ 
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＜留意事項 ＞

算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し、

・通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との

整合性を図ること

・当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はな

いこと
・当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成す

る給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそ
れぞれに反映させる必要があることに留意すること。

介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合に
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点

から、別紙に従い、 介護報酬を算定することを可能とした
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断らない相談支援〜重層的支援体制整備事業〜

社会問題化している8050問題とは、中年に達した引きこもりの子が同居する世
帯において、親が80才、子が50才を迎えて、親の介護の問題と子の生活維持
の問題が同時に起こることを言う。

この状況に陥った家族が、役所などの相談窓口でたらい回しになったあげく、悲
劇的な事件に繋がることも実際に起こっている。

その対策として、介護（地域支援事業）、障害（地域生活支援事業）、子ども（利
用者支援事業）、困窮（生活困窮者自立相談支援事業）の相談支援に係る事業
の役割を地域包括支援センターなどに一本化する。

同時に参加支援として、「断らない相談支援」と一体的に行う、就労支援、居住
支援、居場所機能の提供など、多様な社会参加に向けた支援を言う。
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社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書

社会福祉法人を中核とする非営利連携法人

(1) 法人格

連携法人は、一般社団法人のうち、「社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針」の策定
等、一定の基準に適合すると認めるものを、都道府県知事などの所轄庁が認定する仕組みとする
ことが適当である。

(2) 業務

社会福祉事業を行わず、連携の推進を図ることを目的とする業務として、
1 地域包括ケアシステムの構築も含めた、地域共生社会の実現に向けた連携
2 災害対応に係る連携
3 福祉人材確保・育成
4 本部事務の集約や生産性向上のための共同購入など、社会福祉事業の経営に係る支援
5 社会福祉法人への貸付

(3) 連携法人に参加できる社員

連携法人の社員は、社会福祉法人を始めとする社会福祉事業を行う事業者の他、社会福祉従事
者の養成施設、連携業務に関する業務を行う者を認めることが適当である。社員は社会福祉事業
を実施して いる法人を2以上とし、社員の過半数が社会福祉法人であることを必須とすることが適
当である。
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について（概要）

（１）第１号事業に関する見直し

①第１号事業の対象者の弾力化（則第 140 条の 62 の４関係）

〇第１号事業について、要介護者であっても、本人の希望を踏まえて地域とのつなが り
を継続することを可能とする観点から、市町村が認めた場合には、要介護者であっ ても
第１号事業を受けられることとする。

②第１号事業のサービス価格の上限の弾力化（則第 140 条の 63 の２関係）

〇第１号事業のサービス価格について、現行は、国が定める額を上限として市町村が
定めることとされているところ、この規定を改正し、国が定める額を勘案して市町村が定
めることとする。

法第 115 条の 45 第１項第１号及び第２項第４号並びに第 115 条の 45 の３第２項

公布日：令和２年 10 月中旬（予定）

施行日：令和３年４月１日
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ဏのためのボランティアポイントのިᄝގ঄௵ਲݒ
（൯域医ᅯݒ঄೑৛ގဏࢼࠎ（ݒ঄ପદૢގဏ࿞））

地域医⒪介ㆤ⥲合☜保基㔠䜢活⏝䛧䛯䛂介ㆤ人材☜保䛾䛯䜑䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝫䜲䞁䝖䛃

䕿実施主体䠖㒔㐨府┴䠄市⏫村䜈䛾⿵助䜢想定䠅
䕿䝫䜲䞁䝖付与䛾対㇟䠖ⱝ⪅䚸中年㱋⪅䚸子⫱䛶䜢⤊䛘䛯⪅䚸㧗㱋⪅➼䚹ㄆ▱⑕䛾人䜒対㇟䚹
䕿対㇟事業䠖
䐟㒔㐨府┴➼䛜実施䛩䜛介ㆤ分㔝䜈䛾入㛛ⓗ◊修➼䛾各✀◊修䛾受ㅮ
䐠㧗㱋⪅䛾㏻䛔䛾場䚸ㄆ▱⑕䜹䝣䜵䜔介ㆤ施タ➼䛷䛾介ㆤ䛾周㎶業務䠄Ύ掃䚸㓄⮃䚸ぢ守䜚➼䠅䛺䛹䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰活動

䕿㈈※構成䠖国䠎䠋䠏䚸㒔㐨府┴䠍䠋䠏

䕿䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝫䜲䞁䝖䜢活⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸介ㆤ分㔝䛾各✀◊修䜔䝪䝷䞁䝔䜱䜰活動䜈䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢拡大䛧䚸ⱝ
⪅層䚸中年㱋層䚸子⫱䛶䜢⤊䛘䛯層䚸㧗㱋⪅層䛺䛹各層䛾♫会参加䞉就労ⓗ活動䜢推㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻介ㆤ⌧場䛷
䛾更䛺䜛活㌍䜢支援䚹介ㆤ人材䛾〈㔝䜢拡大䛩䜛䚹
※現行制度で実施さ䜜てい䜛介護予防に資す䜛高齢者向けの䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝫䜲䞁䝖制度の仕組み䜢参考

ⱝ⪅層䚸中年㱋層䚸
子⫱䛶䜢⤊䛘䛯層䚸

㧗㱋⪅層

㏻䛔䛾場
䜈䛾参加

㏻䛔䛾場䛾㐠営䜔
⿵助➼䜢⾜䛖
䝪䝷䞁䝔䜱䜰

介ㆤ分㔝䛾
◊修参加

介ㆤ䛾
周㎶業務

介ㆤ予㜵䛻╔┠䠄⌧⾜制度䠅 人材☜保䛻╔┠

䛥䜙䛺䜛♫会
参加䜢希望
䛩䜛⪅

䝇䝔䝑䝥
䜰䝑䝥実㊶

介
ㆤ
⌧
場
又
叏
更

友
召
活
㌍

䝫䜲䞁䝖

䝫䜲䞁䝖 䝫䜲䞁䝖

※両施策䜢同時に実施す
䜛場合、一体的に䝫䜲䞁䝖
の管理、䝪䝷䞁䝔䜱䜰活動
の場への䝬䝑䝏䞁䜾䜢行う
ことは可能䠄共通経費は
登録者数の多い制度に
計上䠅
※そ䜜ぞ䜜単独での実施
䜒可能

䝫䜲䞁䝖

䠘取⤌䛾䜲䝯䞊䝆䠚

௟

௟

ステップアップ研修の受講 チームオレンジにおける
೟知症カフェ౵での見守り

（ౌ࿧） （ステップアップ）チームオレン
ジの෉༫ྭ

䛆⌧⾜制度䛇地域支援事業䠄一⯡介ㆤ予㜵事業䠅䜢活⏝䛧䛯䛂介ㆤ予㜵䛻㈨䛩䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝫䜲䞁䝖䛃

䕿実施主体䠖市⏫村䠄平成30年度䠖515市⏫村䛷実施䠅
䕿䝫䜲䞁䝖付与䛾対㇟䠖㧗㱋⪅
䕿対㇟事業䠖䐟介ㆤ予㜵䛻㈨䛩䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰活動

䐠介ㆤ予㜵䛻㈨䛩䜛活動䜈䛾参加
䕿㈈※構成䠖国25䠂䚸㒔㐨府┴12.5䠂䚸市⏫村12.5䠂䚸介ㆤ保㝤料50䠂

㧗㱋⪅層
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出典：令和元年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 令和2年1月17日



介護保険制度の見直しに関する意見〜 V 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

2.給付と負担
(2)補足給付に関する給付の在り方
1 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて本人年金収入
等 80 万円超 120 万円以下の段階(以下「第3段階1」とい う。)と同 120 万円超の段階(以下「第3段
階2」という。)の2つの段階に区分するとともに、第3段階2について、補足給付第4段階との本人支出
額の差額(介護保険三施設平均)の概ね2分の1の額を本人の負担限度額に上乗せする。

2 ショートステイの補足給付について、1と同様に第3段階を2つの段階に区分し、第3段階2について
1の金額を踏まえた本人の負担限度額への上乗せを行うとともに、食費が給付外となっているデイ
サービスとの均衡等の観点から、第3段階1及び第2段階についても、負担能力に配慮しながら、本
人の負担限度額への上乗せを行う。

3 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2
段階、第3段階1、第3段階2の3つの所得段階それぞれに基準を設定する。なお、第2号被保険者
は、若年性認知症等により長期入所が考えられるため、現行の基準(1,000 万円以下)を維持する。
また、夫婦世帯における配偶者の上乗せ分は、現行の基準(1,000 万円)を維持する。

単身者「1,000万円以下」を、第２段階は「650万円以下」、第３段階①は｢550万円以下｣、第３段階
②は「500万円以下」としてはどうか。
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考岲方

（参考）
○医௜保険料：H30嵣31全国平಑峘被保険者಑ಉ割額45,116円/年峕岝 各保険料区分峘乗率（ഥ和３年度以ఋ岝ೄ減特୻岶無岹峔峴本ಋ７割ೄ減峒峔峍峉乗率）峼乗峂岝1,128円/月岞153万円以上岵峳峙ಌ峕所得

割岶加算岿島峵（153万円峼த岲峉額峘8.81％）
○外来医௜費：住民税శ課税峘場合岝高額௜ു費峘外来上限8,000円/月岶最大岞高額医௜ஂ護合算制度（※1）峕峲峴岝上乗峅岿島峵自ഞ負担額峙年間１万円 (10年峑10万円ங度）

※１ 第２஺మ峘合算上限額峙19万円/年岝ஂ護保険峘利用者負担額峙18万円/年峘峉峫岝୷峁引岷１万円/年峘負担（第３஺మ峘合算上限額31万円/年岝ஂ護保険30万円/年峘峉峫同額）
○入院医௜費：特ു嵣嵎崳崫崰･第2஺మ峑峙月額7.5万円峘負担峕対峁峐岝一ಹ୰෫峑峙4.7万円（▲2.8万円）岝௜ു୰෫峑峙6.1万円（▲1.4万円）（※2）

※２ 生活費峙特ു峒同ಉ峒ෘ定岞医௜費峙高額௜ു費峒高額ஂ護崝嵤崻崡峘上限額岶同峂峑岬峵峉峫岝ஂ護保険利用料峒同額岞
○生活費：平成28年ஂ護崝嵤崻崡施設嵣事業所調査峕岴岻峵理஖容費岝教ുᆯ௫費岝ຸᅲ費岝౲岵峴金峘管理費ಉ峘合計 20,353円/月

○ ୫費嵣೜住費峘ஃ成（補足ஔ付）峘所得஺మ峕峎岮峐岝保険料峘所得஺మ峒整合岿峅峵峒峒峬峕岝能力峕応峂峉負担峒峃峵௴点岵峳ಖᴟ化峁岝୫費嵣೜
住費負担峼அ峪本人峘支出額峕峎岮峐岝所得஺మ間峘಑ཀྵ峼௕峵岽峒峒峁峐峙峓岰岵岞

〇 ఻体的峕峙岝補足ஔ付第３஺మ峘年金収入額峼保険料峘所得஺మ峒合峹峅峐２峎峕分岻（岣第３஺మ⋇岤嵣岣第３஺మ⋈岤岞下௕参ස岞）岝峇峘上峑岝
ஂ護保険三施設峕係峵第４஺మ峒第3஺మ⋈峘本人支出額峘୷額（ஂ護保険三施設平಑）峘1/2峼岝第３஺మ⋈峘本人負担峕上乗峅峁峐峙峓岰岵岞

5

୫ા嵣೜住ા峘ஃ成（ଓଌஔહ）峕関峃峵ஔહ峘૔峴方⋇

保険料஺మ
第１஺మ 第２஺మ

本人年金収入ಉ80万円த120
万円以下

第３஺మ
本人年金収入ಉ
120万円த

第４஺మ
嵣本人岶市町村民税శ課税（世ఝ峕課税者岶岮峵）
（第４，５஺మ）
嵣本人岶市町村民税課税（第６஺మ～）

補足ஔ付஺మ
（現行）

第１஺మ
生活保護被保護者
世ఝ全員岶市町村民税శ課税峘ഠ
ೡ福ක年金受ஔ者

第２஺మ
世ఝ全員岶市町村民税శ課税岵
峎本人年金収入ಉ80万円以下

第３஺మ
世ఝ全員岶市町村民税శ課税岵峎
本人年金収入ಉ80万円த

第４஺మ
嵣世ఝ峕課税者岶岮峵
嵣本人岶市町村民税課税

補足ஔ付஺మ
（見直峁案）

第１஺మ
生活保護被保護者
世ఝ全員岶市町村民税శ課税峘ഠ
ೡ福ක年金受ஔ者

第２஺మ
世ఝ全員岶市町村民税శ課税岵
峎本人年金収入ಉ80万円以下

第３஺మ ⋇
世ఝ全員岶市町村民税శ課税岵
峎本人年金収入ಉ80万円த120
万以下

第３஺మ ⋈
世ఝ全員岶市町村民税శ課税岵
峎
本人年金収入ಉ120万円த

第４஺మ
嵣世ఝ峕課税者岶岮峵
嵣本人岶市町村民税課税

઴出ૄ：{（第４஺మ峘本人支出額）嵤（第３஺మ⋈峘本人支出額）} ÷２ ＝ 2.2万円

Ტ特別養護老人ホーム・多床室の場合Უ

4.5万5.9万

1.5万

1.5万
2.5万

2.9万

0.2万

0.3万

0.4万

0.6万～

1.5万
0.2万

0.9万 1.2万
1.1万 4.2万

2.6万

2.0万

1.1万

3.7万

଀૿（月）

ઽ入（年）

6.7万
(年80万円)

10万
(年120万円)

೜住ા

୫ા

利用者଀૿
ஂ૧保૫料

ଓଌஔહ

見直峁額(案)
2.2万円

10.3万円
5.9万円

：見直峁額（案）

80万円(6.7万円/月） 155万円（12.9万円/月）120万円（10万円/月）

2.5万

2.0万

1.1万

8.2万円

出典：第88回社会保障審議会介護保険部会資料 令和元年１２月１６日（月）
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出典：第88回社会保障審議会介護保険部会資料 令和元年１２月１６日（月）
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年金
3.0

年金
6.7

年金
10.0

୫費, 1.2 ୫費, 2.0
୫費, 4.2೜住費, 1.4

೜住費, 1.9

೜住費, 1.9
利用者଀૿, 

1.5

利用者଀૿,
2.5

利用者଀૿,
2.5

保૫料, 0.3

保૫料, 0.4

保૫料, 0.5

生活費, 2.0

生活費, 2.0

生活費, 2.0

3.0万円

年金額
6.7万円
␚

6.7万円

年金額
10.0万
円␚

10.0万
円

年金額
12.9万
円␚

ௐ生年金
国民年金
平಑額

113,869円
ௐ生年金
国民年金
平಑額

86,117円

国民年金
平಑額

55,373円

嵎崳崫崰஑
଻஼

10.9万円

多෫஼
6.1万円
H26改正時
▲0.1万

多෫஼
8.0万円

多෫஼
10.4万円

嵎崳崫崰஑
଻஼

13.2万円

嵎崳崫崰஑
଻஼

7.5万円
H26改正時
▲0.1万

平಑
6.4万円

平಑
8.8万円

平಑
11.2万円

（૞考）
○外来ୢ௜費：住民税శୖ税峘場合岝高額௜ു費峘外来上଒8,000円/月岶最大岞高額ୢ௜ஂ૧合算制度（※１）峕峲峴岝上ଭ峅岿島峵自ഞ଀૿額峙年間１万円 (10年峑10万円ங度）

※１ 第２஺మ峘合算上଒額峙19万円/年岝ஂ૧保૫峘利用者଀૿額峙18万円/年峘峉峫岝୷峁引岷１万円/年峘଀૿（第３஺మ峘合算上଒額31万円/年岝ஂ૧保૫30万円/年峘峉峫同額）
○入院ୢ௜費：特ു嵣嵎崳崫崰･第2஺మ峑峙月額7.5万円峘଀૿峕対峁峐岝一ಹ୰෫峑峙4.7万円（▲2.8万円）岝௜ു୰෫峑峙6.1万円（▲1.4万円）（※２）

※２ 生活費峙特ു峒同ಉ峒ෘ定岞ୢ௜費峙高額௜ു費峒高額ஂ૧崝嵤崻崡峘上଒額岶同峂峑岬峵峉峫岝ஂ૧保૫利用料峒同額岞
○ഠೡ年金生活者支ରஔ付金：ଓଌஔ付第２஺మ相当以下(※３)峘者ಉ峕対峁岝最大月額5,000円峘支ஔ岶岬峵 ※３ 公的年金ಉ峘収入金額峒ஔଖ所得ಉ峘合計額岶ഠೡ基ຊ年金௥額相当（約78万円）

○ ୫費嵣೜住費峘ஃ成（ଓଌஔ付）峘所得஺మ峕峎岮峐岝保૫料峘所得஺మ峒ତ合岿峅峵峒峒峬峕岝能力峕ૢ峂峉଀૿峒峃峵௴点岵峳ಖᴟ化峁岝資産（౲
ฅ金）基準峕峎岮峐岝所得஺మ峕ૢ峂峉設定峒峁峐峙峓岰岵岞

○ ఻体的峕峙岝ଓଌஔ付第３஺మ峘年金収入額峼保૫料峘所得஺మ峒合峹峅峐２峎峕分岻（岣第３஺మ⋇岤岝岣第３஺మ⋈岤）岝峇峘上峑以下峘௴点岵峳岝
౐ମ者岣1,000万円以下岤峼岝第２஺మ峙岣650万円以下岤岝 第３஺మ⋇峙｢550万円以下｣岝第３஺మ⋈峙岣500万円以下岤峒峁峐峙峓岰岵岞
嵣 ஂ૧保૫三施設岮峄島峘場合峬約９８％峘入所者岶15年以内峕୐所峁峐岮峵岞
嵣 ஂ૧保૫三施設峘本人支出額峘平಑峒年金収入峼ૻຎ峁岝ଓଌஔ付峼受岻峔岶峳本人峘年金収入峑15年入所峃峵岽峒岶峑岷峵水準峒峃峵岞
嵣 ೜୧崝嵤崻崡利用者峮保૫料峼଀૿峃峵方峒峘公平性峘௴点岵峳岝基準額峒峘୷額峘見直峁岞峉峊峁岝岮峄島峘所得஺మ峑峬嵎崳崫崰஑଻஼峕10年入所
峃峵岽峒岶峑岷峵水準峒峃峵岞

※ 第２ಀ଺保૫者峙岝଄年性認知ඪಉ峕峲峴長期入所岶考岲峳島峵峉峫岝現行峘1,000万円峼೐持岞
※ ୏എ世ఝ峕岴岻峵ଦ၉者峘上ଭ峅分峙岝現行峘1,000万円峼೐持（第２஺మ峘場合岝本人650万円＋ଦ၉者1,000万円）岞
※ ಡ峅峐岝社会ૣක法人利用者଀૿減ඊ制度峘活用ಉ峼യ進岞

7

岧介護保険施設入所者峘退所年数岝退所割合岨 （特ു峘க峼前回岵峳ఊ正）
ୂॶまでの೧਼ 10೧າຮ 11೧າຮ 12೧າຮ 13೧າຮ 14೧າຮ 15೧າຮ 16೧າຮ 17೧າຮ 18೧າຮ 19೧າຮ 20೧າຮ

ಝ཈ 94.0% (H26:91.1%) 95.4% 96.4% 97.0% 97.5% 97.9% 98.2% 98.4% 98.6% 98.7% 98.8%
࿟健 98.8% 99.1% 99.3% 99.4% 99.4% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%
ྏ཈ 97.1% 97.9% 98.4% 98.7% 99.0% 99.2% 99.3% 99.5% 99.5% 99.6% 99.6%

介護施અ計 96.0% 96.9% 97.6% 98.0% 98.3% 98.5% 98.7% 98.9% 99.0% 99.0% 99.1%

出典䠖介ㆤ䝃䞊䝡䝇施設䞉事業所ㄪ査䠄平成28年䠅䜘䜚老健局䛻䛶作成

考岲方
食費嵣೜住費峘助成（補足給付）峕関峃峵給付峘在峴方⋉

出๕：ஂ૧崝嵤崻崡施設嵣事業所調査（平成28年）峲峴ഠ௏ଂ峕峐作成 （年金額峙平成28年度ௐ生年金保૫嵣国民年金事業報告）※保૫料：ஂ૧保૫料峕加岲岝ୢ௜保૫料峼அ峽峑岮峵岞

第２஺మ 第３஺మ⋈
(年金収入ಉ10～12.9万円/月)

15年間入所峕必要峔౲ฅ金額
(年金額10万円峘場合)

＜209万円＞15年間入所峕必要峔౲ฅ金額
(年金額6.7万円峘場合)

＜375万円＞

第３஺మ⋇
(年金収入ಉ6.7～10万円/月)

15年間入所峕必要峔౲ฅ金額
(年金額３万円峘場合)

＜611万円＞

୷額

୷額

୷額

出典：第88回社会保障審議会介護保険部会資料 令和元年１２月１６日（月）



介護保険制度の見直しに関する意見〜 V 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

(6)高額介護サービス費

高額介護サービス費については、自己負担上限額を医療保険の高額療養費制度におけ
る負担上限額に合わせ、年収 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の者につい
て、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、140,100 円 とする見直
しを行うことについて、概ね意見の一致を見た。また、平成 29 年の制度改正で設けられ
た年間上限については、利用の実績を踏まえ、当初の予定通り令和2年度までの措置と
することについて、概ね意見の一致を見た。

(7)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準

「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準については、利用者への影響等を踏まえ
つつ、引き続き検討を行うことが適当である。

(8)現金給付

現金給付については、介護者の介護負担そのものが軽減されるわけではなく、 介護離

職が増加する可能性もあり、慎重に検討していくことが必要との意見があり、現時点で導
入することは適当ではなく、「介護離職ゼロ」の実現に向けた取組や介護者(家族)支援
を進めることが重要である。

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 12
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介護保険制度の見直しに関する意見〜 VI その他の課題

1.要介護認定制度

更新認定の二次判定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者について
は、有効期間の上限を 36 か月から 48 か月に延長することを可能とすることが必要であ
る。

認定調査員の要件について、認定調査を指定市町村事務受託法人に委託して実施する
場合において、ケアマネジャー以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有し
ている者も実施できることとすることが適当である。

2.住所地特例

現時点においては現行制度を維持する。

一方で、調整交付金について、後期高齢者の加入割合の違いに係る調整について、調
整の精緻化を図る見直しを行い、高齢化に対する調整機能を強化することが適当である

※認定調査員の要件

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法
士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あ
ん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、 + 介
護に係る実務経験が5年以上

過去に認定調査に1年以上従事したキャリアを持つ人（市町村の元職員、元ケアマネ等

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 12
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2020年1月から9月の「老人福祉・介護事業」倒産は94件（前年比で10.5％増）で、最多を更新した。
小・零細事業者が大半を占めていて、今後コロナ禍の支援効果の息切れから倒産が加速することが危
惧されると結ばれている。「三密」リスクで休業や利用者の利用休止が増えたデイサービスなどが30件
（同25.0％増）、訪問介護46件（同6.9％増）と大部分を占める。いずれも小・零細事業者が大半で、人
手不足による人件費上昇が負担となっている事業者が持ち堪えられなくなっている。
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出典：東京商工リサーチ
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令和元年度 介護労働実態調査結果

介護労働安定センター

平均年 齢（歳）

全 体 46.9

訪問介護 49.6

訪問看護 45.6

通所介護 45.3

通所リハビリテーション 44.2

居宅介護支援 51.6

介護老人福祉施設 42.5

介護老人保健施設 42.8

介護医療院（介護療養型医療施設） 43.7

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 12
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事業䜢運営䛩䜛上䛷䛾問㢟点䠄複数回答䠅

6

事業所䜢運営䛩䜛上䛷䛾問
㢟点䛷䛿䚸䛂良質䛺人材䛾確保
䛜㞴䛧䛔䛃56.7䠂䚸䛂今䛾介護
報酬䛷䛿䚸人材䛾確保䞉定着䛾
䛯䜑䛻十分䛺賃金䜢払䛘䛺䛔䛃
47.5䠂䛾2㡯目䛜㧗䛔割合䜢
占䜑䛯䚹

䛣䛾䜾䝷䝣䛛䜙䜒䜟䛛䜛䛸䛚䜚
䚸人材䜔財源䛾確保䛜事業所
䛾喫緊䛾課㢟䛷䛒䜛䚹

次䛔䛷䚸労働者䛾労働環境䜔
能力㛤発䚸事業運営䛻㛵䛩䜛
課㢟䛜挙䛢䜙䜜䚸以㝆䛾労働
者䛾意欲䜔姿勢䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䛻対䛩䜛管理䚸利用者等
䜈䛾介護䝃䞊䝡䝇䛾理解䛻䛴
䛔䛶䛿䚸問㢟䛸䛧䛶捉䛘䛶䛔䛺
䛔䚹

運営䛩䜛上䛷䛾問㢟点䛿人材䜔財源䛾確保䠄事業所調査䠅
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Ⰻ㉁な人ᮦの☜保が㞴しい

今の介ㆤሗ㓘では、人ᮦの☜保・ᐃ╔のために十分な㈤㔠をᡶえ

ない

⤒Ⴀ㸦収ᨭ㸧がⱞしく、労働᮲件や労働⎔ቃᨵၿをしたくても出

᮶ない

ᣦᐃ介ㆤサービスᥦ供に㛵する᭩㢮作ᡂが↹㞧で、᫬㛫に㏣われ

ている

ᩍ⫱・◊修の᫬㛫が十分に取れない

᪂つ利⏝⪅の☜保が㞴しい

介ㆤᚑ事⪅の介ㆤᴗ務に㛵する▱㆑やᢏ⾡が不㊊している

介ㆤᚑ事⪅の介ㆤᴗ務に⮫むពḧやጼ勢にၥ㢟がある

⟶⌮⪅のᣦᑟ・⟶⌮⬟力が不㊊している

⤒Ⴀ⪅・⟶⌮⪅と⫋ဨ㛫のコミュニケーションが不㊊している

介ㆤᚑ事⪅㛫のコミュニケーションが不㊊している

利⏝⪅や利⏝⪅のᐙ᪘の介ㆤサービスにᑐする⌮ゎが不㊊してい

る

介ㆤ保㝤のᨵṇ➼についてのⓗ☜な᝟ሗやㄝ᫂がᚓられない

㞠⏝⟶⌮➼についての᝟ሗやᣦᑟが不㊊している

その他

≉にၥ㢟はない

↓ᅇ⟅

全 体(n=9,080)
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター
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正規職員䛾月給䜢職種別䛷
䜏䜛䛸䚸看護職員䛜最䜒㧗䛟
272,123円䚸次䛔䛷介護支援
専門員䛜260,041円䚹訪問介
護員䛿216,583円䚸介護職員
䛿215,502円䛷䛒䛳䛯䚹
看護職員䜔介護支援専門
員等䛸介護職䛷䛿約5万円䛾
賃金差䛜䜏䜙䜜䜛䚹

㠀正規職員䛾時間給䜢職
種別䛷見䜛䛸看護職員䛜最䜒
㧗䛟1,429円䚸介護職員䛜最
䜒低䛟1,004円䛷䛒䛳䛯䚹
訪問介護員䛿介護䛻䛚䛡䜛
資格䛜必㡲䛷䛒䜚䚸人材不足
䛜䜘䜚㢧著䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸介
護職員䜘䜚䜒賃金䛜㧗䛔䛸考
䛘䜙䜜䜛䚹

㞠用形態䚸職種別䛾所定内賃金䠄事業所調査䠅

䠘正規職員䚸月給䛾者䠚

䠘㠀正規職員䚸時間給䛾者䠚

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 12
8

出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター
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䠄複数回答䠅䠘受け入䜜別䠚

12

外国籍労働者䜢受け入
䜜䛶い䜛事業所䛿昨年䛾
2.6䠂か䜙6.6䠂䜈䛸増加
し䛯。

外国籍労働者䛾働き䛻
関す䜛評価䛷䛿、受け入
䜜䛶い䛺い事業所䜘䜚、受
け入䜜䛶い䜛事業所䛾方
が「職場䛻活気が䛷䜛」、「
利用者が喜䜣䛷い䜛」等
䛾評価が高く、不安感䛿
低いこ䛸が䜟か䛳䛯。

そ䛾うえ䛷、「䛷き䜛仕事
䛻限䜚があ䜛」䛻䛴い䛶䛿
、受け入䜜䛶い䜛事業所
が感じ䜛今後䛾課題䛸䛺
䜛。

外国籍労働者䛻対す䜛評価䛿高い䠄事業所調査、労働者調査䠅

䠄䠂䠅
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター
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㸵㸮ṓ以上, 5.0 
↓ᅇ⟅, 6.6 ２０ࡂາຮ

າຮࡂ以৏２５ࡂ２０

າຮࡂ以৏３０ࡂ２５

າຮࡂ以৏３５ࡂ３０

າຮࡂ以৏４０ࡂ３５

າຮࡂ以৏４５ࡂ４０

າຮࡂ以৏５０ࡂ４５

າຮࡂ以৏５５ࡂ５０

າຮࡂ以৏６０ࡂ５５

າຮࡂ以৏６５ࡂ６０

າຮࡂ以৏７０ࡂ６５

以৏ࡂ７０

ໃյ౶

労働者䛾年齢割合

13

60歳以上䛾介護労働者䜢
合䜟䛫䜛䛸22.4䠂䛸全体䛾2
割䜢超え䜛。40歳台䛜最䜒
高䛟、次い䛷50歳台、60歳台
䛜多か䛳䛯。

平均年齢䜒年々上昇䛧䛶お
䜚、本年度䛷䛿昨年度䛾
47.7歳か䜙48.8歳䛻上昇䛧
䛯。

䜎䛯、60歳以上䛾介護労
働者䛾推移䜢䜏䜛䛸、年々増
加傾向䛻あ䜚、令和元年度
䛷䛿22.4䠂䛷あ䛳䛯。
今後䜒増加䛩䜛見込䜏䛷あ
䜛高年齢労働者䜢いか䛻採
用䛧、活用䛧䛶い䛟か䛜事業
所運営䛾䝫䜲䞁䝖䛷あ䜛。

増加䛩䜛高年齢労働者䠄事業所調査䠅

60歳以上䛾介護労働者䛾経年比較

䠄䠂䠅

18.9
19.9

20.9 21.6 22.4

10

15

20

25

H27 H28 H29 H30 R1

（％）

࿓ಉंのਬ移ޤ以৏のղࡂ６０

19,711人17,584人16,456人15,914人
䠄集計人数䠅
15,352人

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 13
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター



 

 

 

 

 

 

 

 

37.9 

37.0 

35.6 

34.4 

24.0 

23.2 

9.4 

7.4 

6.2 

5.9 

3.8 

2.5 

6.7 

8.0 

0% 20% 40%

㏻໅が便฼だから

㈨᱁・ᢏ⬟がάかせるから

やりたい⫋✀・仕事ෆᐜだから

ാきがいのある仕事だとᛮったから

ປാ᪥、ປാ᫬㛫がᕼᮃとあっているから

人や♫会のᙺに❧ちたいから

㈤㔠➼のỈ‽が㐺ᙜだから

ἲ人の᪉㔪や⌮ᛕにඹឤしたから

⤒Ⴀが೺඲でᑗ᮶ⓗにᏳᐃしているから

⚟฼ཌ⏕が඘ᐇしているから

Ꮚ⫱てᨭ᥼が඘ᐇしているから

ᩍ⫱◊ಟ➼が඘ᐇしているから

その他

⌮⏤は≉にない
඲体(n=21,585)
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現在䛾法人䛻就職䛧䛯理由
䛷䛿䚸䛂㏻勤䛜便利䛰䛛䜙䛃䛜
37.9䠂䛷最䜒㧗䛟䚸次䛔䛷䛂資
格䞉技能䛜活䛛䛫䜛䛛䜙䛃䛜
37.0䠂䚸䛂䜔䜚䛯䛔職種䞉仕事
内容䛰䛛䜙䛃䛜35.6䠂䚸䛂働䛝
䛜䛔䛾䛒䜛仕事䛰䛸思䛳䛯䛛
䜙䛃䛜34.4䠂䛸続䛔䛯䚹
上位䛻䛿労働者自身䛾㒔
合䛻䜘䜛䜒䛾等䛜挙䛢䜙䜜䛶
䛔䜛䚹

一方䚸法人䛻就職䛧䛯理由
䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸法人理念䜔
事業所䛾経営䚸職場環境等
䛾特徴的䛺㡯目䛻䛴䛔䛶䛿
下位䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹

事業所䛷䛿下位䛾㡯目䛻
注目䛧䚸採用活動䛻取䜚組䜐
必要䛜䛒䜛䚹

労働者䛜現在䛾法人䠄職場䠅䛻就職䛧䛯理由䠄労働者調査䠅

現在䛾法人䛻就職䛧䛯理由䠄複数回答䠅

労
働
者
自
身
叏
㒔
合
双
叩
召

㡯
目
厮
上
位

事
業
所
厮

取
叫
組
叡
叚
厯
㡯
目
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.5 

33.5 

25.3 

23.1 

20.2 

22.5 

18.8 

14.9 

13.7 

10.2 

9.3 

8.0 

7.2 

5.5 

4.5 

3.0 

2.7 

2.5 

60.0 

46.5 

33.2 

29.5 

32.3 

34.9 

27.6 

19.8 

6.5 

12.9 

13.3 

11.1 

13.4 

9.3 

7.4 

7.3 

4.7 

6.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

人ᡭが㊊りない

仕事内容のわりに㈤㔠が低い

㌟体ⓗ㈇ᢸが大きい㸦⭜③や体力に不安がある㸧

ᴗ務に対する♫会ⓗホ価が低い

⢭⚄ⓗにきつい

᭷⤥休ᬤが取りにくい

休᠁が取りにくい

夜㛫や῝夜᫬㛫帯に何か㉳きるのではないかと不

安がある

労働᮲件・仕事の㈇ᢸについて≉にᝎみ、不安、

不‶➼はឤじていない

労働᫬㛫が不つ則である

健康㠃㸦ឤᰁ⑕、᛹ᡃ㸧の不安がある

労働᫬㛫が㛗い

⚟♴ᶵ器の不㊊、ᶵ器᧯作の不័れ、᪋タのᵓ㐀

に不安がある

㞠⏝が不安定である

⫋務として⾜う医ⓗな⾜Ⅽに不安がある

不ᡶいṧᴗがある・多い

その他

仕事中の᛹ᡃなどへの⿵償がない

┦ㄯ❆口がある(n=8,566)

┦ㄯ❆口がない(n=7,961)

18

相談窓口䜔担当者䛾有
無別䛻労働者䛾悩䜏䜢比
較䛩䜛䛸䚸全䛶䛾㡯目䛻䛚
䛔䛶相談窓口䛜䛺䛔事業
所䛾方䛜悩䜏䛜多䛔䛣䛸
䛜分䛛䛳䛯䚹

䛺䛛䛷䜒䚸賃金䛜低䛔䚸
精神的䛻䛝䛴䛔䛷䛿䚸相談
窓口䛜䛒䜛事業所䜘䜚䜒
10䠂以上䜒㧗䛛䛳䛯䚹
一方䚸相談窓口䛜䛒䜛事
業所䛷䛿䛂悩䜏䚸不安䚸不
満䛿感䛨䛶䛔䛺䛔䛃䛸䛔䛖
回答䛜上回䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛
䜙䚸労働者䛾悩䜏等䜢受
䛡止䜑䜛窓口䜔担当者䛜
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢図䜛䛣
䛸䛷労働者䛾悩䜏䜢把握
䛧䚸事業所䛾組織㢼土䜔
就業継続䛻繋䛜䜛䛸考䛘
䜙䜜䜛䚹

相談窓口䛜䛺䛔事業所䛿労働条件䛻関䛩䜛悩䜏䛜多䛔
䠄労働者調査䠅

職場䛷䛾労働条件䞉仕事䛾負担䛻関䛩䜛悩䜏䚸不安䚸不満等䛻䛴䛔䛶
䠄複数回答䠅䠘相談窓口䜔担当者䛾有無別䠚

13.0䠂差

12.1䠂差

7.2䠂差

（Ｃ）2020 小濱介護経営事務所 無断転載不可 13
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.4 

21.9 

15.3 

15.2 

12.2 

10.4 

8.5 

7.8 

4.1 

21.4 

21.8 

25.4 

25.4 

29.0 

22.2 

20.3 

16.1 

18.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

⫋ሙでの人㛫㛵ಀについて≉にᝎみ、不Ᏻ、

不‶➼はឤじていない

㒊下のᣦᑟが㞴しい

⮬ศとྜわない上ྖやྠ൉がいる

ケアの᪉ἲ➼についてពぢ交᥮が不༑ศである

⤒Ⴀᒙや⟶⌮⫋➼の⟶⌮⬟ຊがపい、ᴗົのᣦ

♧が不᫂☜、不༑ศである

上ྖやྠ൉との仕事上のពᛮ␯㏻がうまく⾜か

ない

⤒Ⴀᒙの介ㆤのᇶᮏ᪉㔪、⌮ᛕが不᫂☜である

上ྖやྠ൉の介ㆤ⬟ຊがపい

ᝎみの┦ㄯ┦ᡭがいない、┦ㄯ❆ཱྀがない

┦ㄯ❆ཱྀがある
(n=8,566)

┦ㄯ❆ཱྀがない
(n=7,961)

職場䛷䛾人間関係等䛾悩䜏、不安、不満等䛻䛴䛔䛶
䠄複数回答䠅䠘相談窓口䛾有無別䠚

19

前項同様䛻相談窓口䛾有
無別䛻労働者䛾人間関係
䛾悩䜏䜢比較䛩䜛䛸、相談
窓口䛜䛺䛔労働者䛾方䛜
悩䜏䛜高䛟、特䛻、経営層
䛾管理能力䜔指示䛻対䛩䜛
不満䜔相談窓口䛜䛺䛔䛣䛸
䜈䛾不安䛻䛿大䛝䛺差䛜䜏
䜙䜜䛯。

一方、相談窓口䛜䛒䜛労
働者䛷䛿、 䛂悩䜏、不安等

䜢感䛨䛶䛔䛺䛔䛃䛜最䜒差䛜
大䛝䛔䛣䛸䛜分䛛䛳䛯。

上記䛾䜘䛖䛻、䛔䛴䛷䜒相
談䛷䛝䜛窓口䛜䛒䜛䛣䛸䛿
労働者䛾不満䛾解消䛸䛺䜚
、離職防止䛻寄与䛩䜛䛸考
䛘䜙䜜䜛。

相談窓口䛜䛺䛔䛣䛸䜈䛾不満䛿大䛝䛔
䠄労働者調査䠅

19.0䠂差

16.8䠂差

14.4䠂差
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出典：令和元年度 介護労働実態調査結果 介護労働安定センター


